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商 工 文 教 委 員 会 会 議 記 録 

 

 

                      商工文教委員会委員長 城内 よしひこ 

 

１ 日時 

  平成30年１月10日（水曜日） 

  午前10時０分開会、午後２時15分散会 

  （うち休憩 午前11時59分～午後０時０分、午後０時０分～午後１時１分） 

２ 場所 

  第３委員会室 

３ 出席委員 

  城内よしひこ委員長、千葉進副委員長、佐々木順一委員、郷右近浩委員、 

髙橋孝眞委員、ハクセル美穂子委員、田村勝則委員、斉藤信委員、小西和子委員 

４ 欠席委員 

  なし 

５ 事務局職員 

  上野担当書記、中村担当書記、安藤併任書記、岩渕併任書記、千田併任書記 

６ 説明のために出席した者 

 (１) 文化スポーツ部 

    上田文化スポーツ部長、泉副部長兼文化スポーツ企画室長、 

    畠山文化スポーツ企画室企画課長、中里文化振興課総括課長、 

    工藤スポーツ振興課総括課長、木村ラグビーワールドカップ2019推進課総括課長、 

 (２) 教育委員会 

    高橋教育長、今野教育次長兼教育企画室長、岩井教育次長、 

鈴木教育企画室企画課長、永井教職員課総括課長、小久保学校調整課総括課長、 

藤澤高校改革課長、菊池生徒指導課長、中島学校教育課総括課長、 

荒木田保健体育課総括課長、佐藤生涯学習文化財課総括課長 

７ 一般傍聴者 

  ２名 

８ 会議に付した事件 

 (１) 継続調査 

（文化スポーツ部関係） 

    「ラグビーワールドカップ2019™ 釜石開催について」 

   （教育委員会関係） 

    「平成28年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結
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果について」 

 (２) その他 

    委員会調査について 

９ 議事の内容 

○城内よしひこ委員長 ただいまから商工文教委員会を開会いたします。 

 これより本日の会議を開きます。本日はお手元に配付いたしております日程により会議

を行います。 

 初めに、文化スポーツ部関係のラグビーワールドカップ 2019釜石開催について調査を行

います。調査の進め方についてでありますが、執行部から説明を受けた後、質疑、意見交

換を行いたいと思います。 

 それでは、当局からの説明を求めます。 

○木村ラグビーワールドカップ 2019推進課総括課長 ラグビーワールドカップ 2019釜石

開催について説明させていただきます。 

 お手元に配付しておりますＡ３判の１枚のみの資料をごらんいただければと思います。

2019 年に開催されるラグビーワールドカップについての準備状況について説明させてい

ただきます。 

 まず、１、大会の概要と釜石市での試合日程等についてでございますが、ラグビーワー

ルドカップは４年に１度行われるラグビーの世界一決定戦であり、夏季のオリンピック、

サッカーのワールドカップに次ぐ規模となる世界３大スポーツイベントとされているとこ

ろでございます。 

 大会期間でございますが、2019年９月 20日に開幕し、11月２日の決勝戦まで 44日間で

実施され、20チームが参加し、予選プール 40試合、決勝トーナメント８試合の全 48試合

が行われるものでございます。 

 会場は、岩手県釜石市のほか、北は札幌市から南は九州の福岡市、熊本市、大分市まで

12会場となります。 

 釜石会場での対戦カードにつきましては２試合で、第１試合が 2019年９月 25日水曜日

の 14時 15分から、フィジー対アメリカ地区第２代表、第２試合が 2019年 10月 13日日曜

日の 12時 15分から、アフリカ地区代表対敗者復活予選優勝チームの試合が行われます。 

 アメリカ地区第２代表は本年の２月３日に決定し、アフリカ地区代表は８月ごろに、復

活予選優勝チームは 11月ごろに決定する見込みとなっております。 

 釜石会場のチケットの料金でございますが、メーンスタンド、バックスタンドが１万円

と 7,000円に設定され、サイドスタンドは 4,000円と大会を記念した 2,019円という料金

が設定され、子供料金は、2,000円と 1,000円が設定されております。 

 次に、２、新スタジアム整備概要についてでございますが、名称については、（仮称）釜

石鵜住居復興スタジアムで、整備主体は釜石市、概算整備費は約 39億円と釜石市から確認

しております。座席数は１万 6,000席で、常設が 6,000席、仮設が１万席でございます。
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完成予定は、本年７月に常設部分が完成する予定です。その特徴といたしまして、12開催

都市中で釜石市は唯一スタジアムを新設するものでございます。そして、釜石市内でも特

に被害の大きかった鵜住居地区の釜石東中学校、鵜住居小学校の跡地に建設されるもので

ございます。 

 ３、インフラ整備の状況等についてでございますが、花巻―釜石間の東北横断自動車道

釜石秋田線につきましては、平成 30年度中に花巻ジャンクションから釜石中央インターチ

ェンジまで開通し、これにより花巻―釜石間が１時間５分となるものでございます。また、

宮古―釜石間の三陸沿岸道路につきましても、平成 30年度中に宮古中央インターチェンジ

から大槌インターチェンジまで開通し、これにより宮古―釜石間が 35分となるものでござ

います。 

 三陸鉄道は、2019年３月にＪＲ山田線の一部が移管され、沿岸部を縦貫する久慈から盛

間で三陸鉄道の一貫経営が始まるものでございます。 

 右側のほうをごらんいただければと思います。４、開催都市としての準備状況について

でございますが、昨年４月に、県、釜石市を初め、県内外の 146者で釜石開催実行委員会

を立ち上げ、大会の成功に向け、四つの専門部会で具体の準備を進めているところでござ

います。 

 平成 30年度の取り組みのイメージということで御説明させていただきます。四つの柱と

いう形で設定しておりますが、大会の機運を醸成するために広報・イベント専門部会とい

うものを設けておりますが、３月から４月にかけまして岩手県在住者を対象とするチケッ

トの抽選販売が始まるなど、チケットが順次発売されることから、そのチケットの販売促

進の取り組みや、４月から始まる予定のボランティア確保に向けたＰＲ、そして釜石市で

試合を行うチームの情報や外国の情報などの発信等の強化をすることが必要と考えている

ところでございます。 

 次に観客等の円滑な輸送を確保するために、交通輸送・宿泊専門部会を設けております

が、パークアンドライドによるシャトルバスの運行ルートやバス駐車場の設定など、交通

輸送実施計画を策定するとともに、輸送用の車両であるバスの確保をしていくことが必要

と考えております。 

 ３点目に観客や来訪者の受け入れ態勢を構築するために、ボランティア・おもてなし専

門部会を設けておりますが、ファンゾーン、開催都市の中心市街地にパブリックビューイ

ングやラグビー体験、公式グッズの販売、飲食ができるなどのエリアというものがありま

すが、そのテストの実施や、大会ボランティアの募集、選考をして、開催都市独自ボラン

ティアの育成が必要と考えております。 

 そして、防災、セキュリティーなど安全安心を確保するためにでございますが、警備・

消防・医療救護専門部会を設けておりますが、防災実施計画・医療救護実施計画を策定す

るとともに、防災機関との連携による訓練に参画することも考えているところでございま

す。 
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 その下の今後の大会までの主なスケジュールのイメージでございますが、本年４月から

大会ボランティアの募集が始まる予定でございます。また、組織委員会の地域支部が４月

に設置され、組織委員会として大会に必要な現地業務に対応することとされております。

そして、５月に大会の 500日前を迎えることから、イベントを計画しております。７月末

には、スタジアムの常設分 6,000席の工事が完了いたします。９月ごろまでにスタジアム

の完成に合わせた１年前のイベントを計画しているところでございます。そして、10月ご

ろにはテストのイベントとして、ラグビーの国内試合を実施し、観客等の輸送やファンゾ

ーンの設置、医療救護に関するテストを行う予定でございます。2019年の春には、仮設も

含めた１万 6,000席でのスタジアムが完成し、６月ごろにはラグビーの国際試合を誘致し、

観客等の輸送やファンゾーンの設置、医療救護に関するテストを行うことを計画しており

ます。８月には、大会を直前に控えまして、シティードレッシングと言われる都市の装飾

を始める予定です。そして、９月 20 日の開幕以降にはファンゾーンが設置され、９月 25

日、10月 13日に本大会の試合が実施されるものでございます。 

 一番下の５、チケット販売スケジュールについてでございます。本年１月 27日から２月

12 日まで、セット券の抽せん販売の申込期間ということになります。その後、３月 19 日

から４月 12日まで、開催都市である岩手県の在住者が釜石市で行われる試合の先行抽せん

販売の申込期間となっております。また、９月 19日から 11月 12日までが一般の抽せん販

売の申し込みができる期間ということで、ここから岩手県以外の方が釜石市で行われる試

合を申し込みすることができることになるものでございます。購入にはインターネットの

チケットＩＤの登録が必要ということで、このＩＤを登録しますと６枚まで購入が可能と

なっているところでございます。そして、このインターネットによる発売とは別に、チケ

ットとバス、あるいは宿泊というようなセットになった商品の発売というものも、本年春

以降に予定されているところでございます。 

 以上で説明を終わります。よろしくどうぞお願いいたします。 

○城内よしひこ委員長 ただいまの説明に対し、質疑、意見等はありませんか。 

○郷右近浩委員 御説明どうもありがとうございました。何点かお伺いさせていただきた

いと思いますが、最初に、新スタジアムの整備費の部分について、今現在報道等でもさま

ざまな数字が出てきておりますが、39億円の整備費でありますけれども、今まで大体どの

ぐらいがどういう性質のお金でめどが立っていて、そして今現在全部手当てというか、め

どが立っているのかどうか、立っていないというものはどのようになっているのかお伺い

したいと思います。 

 あわせて、大会までのスケジュールイメージのほうですけれども、2018 年 10 月ころの

国内試合誘致のテストイベントであったり、またさらには 2019年６月のテストイベント２

としての国際試合の誘致とありますが、せっかくつくったそうした施設でありますので、

一過性の、例えばテストイベントのためのテストイベントという話ではなく、やるからに

はぜひとも次につながってくるような、例えば恒常的につながってくるような取り組みを、
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あわせてやっていったほうがいいのではないかと思うわけでありますけれども、その点に

ついての考え方をお伺いしたいと思います。どのようになっているかとあわせてですね。 

○木村ラグビーワールドカップ 2019 推進課総括課長 新スタジアムの整備の関係で、財

源等の見込みについての質問がありましたので、お答えさせていただきます。 

 39 億円というスタジアム整備に係る総経費についてでございますけれども、基盤整備、

公園整備に係るものが約 17億円となっております。そして、常設、仮設、設計も含めたス

タジアム整備費というのはその残りという形になっております。基盤整備、公園整備のほ

うに関しましては、これは全額、復興交付金のほうでの手当てという形になっているとこ

ろでございます。 

 あと、常設部分にかかわるスタジアムの整備については、日本スポーツ振興センターの

助成、そして社会資本整備総合交付金等を充当しているところでございますけれども、そ

の中でも一部、地元の負担がかかるところが残されているところでございます。 

 唯一、国あるいは団体等の支援が得られていないものが、仮設の部分の整備についてで

ございまして、そこが現状のところで５億円となっております。この 39億円の中の全体で、

今地元負担がどの程度と見込まれているのかということになりますと、全体で８億円とな

っているところであり、その大半を占めているのが仮設にかかわる部分というところでご

ざいます。 

 あと、2018 年の国内試合、そして 2019 年の国際試合の誘致についてでございますが、

我々、釜石開催実行委員会といたしましては、大会の準備を万全にするというところで、

スタジアムを活用し、そして大会の本番に向けた運営面にうまくつなげるということで誘

致のほうを進めているところでございますけれども、当然その実施に当たっては、ラグビ

ーワールドカップが終わった後にでもそういった遺産といいますか、レガシーというもの

が継続できるように、日本ラグビーフットボール協会のほうにそういった公式戦の実施を

要請するということなどを行いながら、ラグビーワールドカップの準備にも必要ですが、

その後にもつながるような取り組みということで要請をしているところでございます。 

○郷右近浩委員 早く進めようと思って両方あわせて聞いたところが、逆に分解してしま

ったのですけれども、新スタジアムの整備費について、地元負担のほうが８億円ほどとい

うことでありますが、実際問題、スタジアムの完成がことしの７月ということであります。

どのような形で今現在めどが立っているのか。例えば足りない部分があるのではないか、

現在その上でどのようになっているのか、あわせて詳しくお知らせいただければと思いま

す。 

○木村ラグビーワールドカップ 2019 推進課総括課長 地元負担の部分について、その見

通しというところでございますが、こうした国等の制度によらない部分については、釜石

市もそうですが、岩手県としても仮設に関する助成制度がないものかということで要望し

ているところではございますけれども、現状においては仮設についての助成がない関係も

ございますので、県といたしましては仮設に関する部分については、釜石市に対する応分



 6 

の負担を行うと表明しているところでございます。県といたしましては、整備費に対する

負担のあり方について、現在調整をしているところでございます。 

○郷右近浩委員 県が応分の負担をするということは、今の答弁でわかりました。だとす

ると、募金などさまざまな形で対応をしていると思います。そうした中で、今現在はどの

ようになっているのか。例えば最後の最後までいったときに、ではこのぐらい足りないか

ら、極論の話をすると７億円足りないから、それは県のほうで見ますという話なのか。そ

の７億円のうちの応分の負担をするという話なのか。一体どういうめどを立てようとして

いるのか、やっぱりどうしてもお金が絡むことなので、その部分については実行委員会の

ほうでどのような考え方で進めているのかまでを含めてお伺いしたかったわけであります

けれども、もう一度御答弁いただければと思います。 

○木村ラグビーワールドカップ 2019 推進課総括課長 地元負担のあり方ということでの

質問でございますが、これは釜石市、そして県のほうでは整備に係る部分について釜石市

を支援する立場にあるというところですので、この８億円全部という形ではなくて、仮設

にかかわる部分について、一部の助成を考えているところでございます。こういった地元

の負担にかかわる部分について、国からのさらなる財源支援措置を求めているところでも

ございますし、委員御指摘のとおり、釜石市のほうでも、県のほうでも仕組みはございま

すけれども、そういった寄附金の御協力を求めるという活動もしているところでございま

すので、なるべく地元の負担が少なくなるような形での活動をしているというところでご

ざいます。 

○城内よしひこ委員長 現在の状況まで聞いていますけれども。現在の状況、推移。 

○木村ラグビーワールドカップ 2019 推進課総括課長 ８億円の中の仮設の部分について

は、現状で国等の助成制度がないということがありますので、ここについては県が応分の

負担をするということで、県と釜石市で持たなければならない部分になろうかと思ってい

ます。 

 あと、それ以外の部分については、釜石市としてもこういった建設にかかわる費用がか

かるということがありますので、今釜石市のほうで寄附金集めをしておりまして、２億円

余りの寄附金を集めている現状にもございます。 

○郷右近浩委員 ラグビーワールドカップの釜石開催について、何も否定的に話をしてい

るわけでもなくて、成功裏に終わらせていただきたいと思っている中での質問をしている

わけでありまして、例えば県から金を持っていくなとか、どこかから金を出すななんて、

そんなけちな話ではなくて、ただ実際問題として 2018年７月にはスタジアムが完成するの

だと、なおかつそこからはさまざまなイベントをやっていって、そして盛り上げていくの

だといった中で、一体きちんと建設費が賄えるのか、そしてその後のプレイベントであっ

たり、またさらにはもちろん大会自体がお金の面からも、運営の面からもきちんとできる

のかといったことをぜひ教えていただきたいと思っているわけであります。 

 今の御説明ですと、８億円ほど地元負担だけれども、そのうちの３億円ほど、仮設費以
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外の３億円ほどは、さまざま募金であったり、いろいろな協賛であったりと、そうしたも

ので賄う。またさらに、もしそれ以上募金等があれば、それは運営費に充当するなりしな

がらも、例えばこの仮設費に係る５億円、これについては県と釜石市の両者で持つという

ことで、整理しているということでよろしいのでしょうか。その確認を。 

○木村ラグビーワールドカップ 2019 推進課総括課長 仮設のほうについては、国等へ仮

設に対する助成を要望しているところではございますが、現状として、今のところそうし

た制度がないというところでありますので、委員がおっしゃったような形で、釜石市が持

つ部分について県としても応分の負担をするということで、県と釜石市で賄うという方向

で今調整しているところでございます。 

○郷右近浩委員 まず考え方としてはわかりました。では、５億円の部分は、あとは実行

委員会を通してなのか、県と釜石市の協議でなのか、その部分は主催側のそうした団体で

出すということで考えていると。負担の部分については、今現在まだ、とにもかくにも今

準備している段階の中で、どのようになっていくかというのはまた別の形の中で質問させ

ていただければと思います。 

 それで、例えばテストイベントの国内試合誘致、国際試合誘致、さまざまＩＭＧとかい

ろいろなところからもお話があると思います。スーパーラグビーであったり何であったり

というものを、できればやっぱり東日本大震災津波からの復興という中で、この日本で、

そしてその中でも象徴である釜石市でやりたいといったような申し入れ等があるやに聞い

ておりますし、そうした働きかけはあると思いますが、またさらには日本ラグビー関係の

部分でどのようなイベントをやっていこうとしているのか、そうしたものが競技になって

いくのか、その部分の今の状況等をお知らせいただければと思います。 

○木村ラグビーワールドカップ 2019 推進課総括課長 国際試合の関係についてでござい

ますが、大会時の１万 6,000席でのテストイベントの実施につきましては、ラグビーワー

ルドカップリミテッドからも求められているものでございまして、釜石開催実行委員会と

いたしまして、このラグビーの国際試合の誘致に向けて取り組んでいるところでございま

す。現時点で国際試合の誘致決定に至っていないところではございますが、釜石開催実行

委員会として、日本ラグビーフットボール協会と意見交換を行うとともに、釜石市を中心

にスーパーラグビーの関係者等への働きかけも行っているところでございまして、国際試

合の誘致に向けまして取り組んでいきたいと考えているところでございます。 

○郷右近浩委員 最後にします。意見だけです。先ほど予算の部分でもありましたが、こ

の新スタジアムの整備につきましては、やると決めたときから、常設 6,000席、仮設１万

席ということで進めてまいりましたけれども、例えば次につなげる国際試合であったりと

か、ラグビーリーグであったりとか、そうしたものをやっていくということまで視野に入

れるならば、本来的には、私は、座席数は常設１万席、仮設 6,000席といったぐらいでな

いと、試合開催のためのハードル、そうした部分にも適合してこないと考えていたもので

あります。今回はこのとおり、常設 6,000席、そして仮設１万席ということで決まりまし
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た。ただ、それがゆえに、もちろん復興の財源等も、仮設の部分は自前で持たなければな

らないという部分で、その負担が大きくなっていくことは、ちぐはぐさが見えているかな

と。ここまでの時計を巻き戻すということにはもちろんなり得ないと思いますけれども、

だとすると、ここからは本当に滞りなくというか、タイムスケジュールを決めてどんどん

進んでいかなればならないという中にあっては、実行委員会の中身がちょっと私どもに見

えないわけでありますけれども、その中できちんと話し合いながら進めていっていただき

たいと思います。以上、意見として、終わります。 

○ハクセル美穂子委員 私のほうから何点かお伺いしたいと思います。対戦カードが決ま

ったということで、フィジーやアメリカ地区の第２代表とかが決まっておりますけれども、

そうすると、外国人を応援される方が、どのぐらいの規模で来るかとかというのは想定さ

れているのでしょうかというところと、それであれば外国人の観客の方に対応する、例え

ば宿泊施設とか、そういったところの想定なども大体決まってきているところなのかとい

うことをお伺いしたいと思います。 

○木村ラグビーワールドカップ 2019 推進課総括課長 出場国についての関係でございま

すが、アメリカ地区第２代表のほうは２月３日に対戦がありまして決定するということで、

今はまだ決まっていないところですが、カナダとウルグアイが戦って、その勝者になりま

す。アフリカ対敗者復活予選優勝チームは、どこが出てくるかもまだ明確に見えていない

状況にありまして、他の開催地と比べてもその準備が難しいという形であります。 

 外国人の観客についての想定ということでございますが、前回大会の 2015年の英国大会

のときには外国人が約２割近くおられたと伺っておりますけれども、我々のほうでも交通

輸送の関係とかそういう部分でしているシミュレーションの中でいきますと、これまでの

サッカーのワールドカップとかそういったものの実績等とかも見ていくと、１万 6,000席

になりますけれども、１試合当たり外国人の方々は約 1,000人に満たないぐらいになるか

もしれないなと見ているところでございます。そういったところで、まだわからない部分

もありますけれども、宿泊ということになりますので、ベッドだったりとか、普通にＷｉ

－Ｆｉが使える環境だったりとか、あるいは外国語の対応もございますが、まだ全部が英

語で通じるのかもわからない部分がございますけれども、最低限そういった形の対応がで

き得るように今調整をしているところでございます。 

 あと、宿泊業者の方々には、そういった外国人の方々に対応できるようにするための講

習を、釜石市を中心にではございますけれども、順次始めている状況でございます。 

○ハクセル美穂子委員 では、大体 1,000人弱であれば、釜石の中でもある程度対応でき

るのかというような想定で今やっていらっしゃるかと思いますが、シャトルバスで輸送と

かという形になっていますけれども、そうすると外国語表記をきちんとやらないと──私

の主人もそうですけれども、ＦＩＴの個人で旅行される方などは表示がないとなかなかわ

からないということを、よく嘆いているところでもありますので、その辺のところをしっ

かりやっていただけばいいと思います。 
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 それから、観光のほうの部署の担当の方との連携もぜひ図っていただいて、このワール

ドカップだけではなくて、次の東京オリンピックで、もしかするとその観光施設が外国人

を泊める際のノウハウをワールドカップで培うこともできるのではないかと考えています

ので、ぜひそういった方向で、次の次の次ぐらいまで使えるようなノウハウをためていく

ような気持ちで、皆さんと連携を図っていただきたいと思います。これは意見として、終

わります。 

○斉藤信委員 最初に事業費の関係で、約 39 億円のうち地元負担８億円と、うち５億円

が仮設部分ということですよね。先ほど来、応分の負担というふうになっているけれども、

応分の負担の考え方、基本的には２分の１は県が負担するということなのかどうか。今の

時点で応分の負担の考え方をお示しください。 

○木村ラグビーワールドカップ 2019 推進課総括課長 仮設に関する負担のあり方につい

てでございますが、県として現在釜石市と協議をしながら整備費に対する負担のあり方を

検討しているところでございまして、今具体的な数字というふうなところまでは申し上げ

ることができないという状況にございます。 

○斉藤信委員 ７月に常設の施設はできるわけで、考え方はあっていいのではないかと。

応分の負担という曖昧なことではなくて、それはどのくらいを見るのか、それはあってし

かるべきではないか。内々にはあるのだと思うけれども。 

 それで、開催都市としての準備状況ということですけれども、いずれ基盤整備とスタジ

アムというのは、ある意味、固定費みたいなもので、大会に向けた準備の経費、もう一つ

は運営の経費があると思うのです。この大会に向けた機運醸成とか、さまざまなイベント、

取り組みがあると思うのですけれども、運営費というのは県と釜石市でどのように設定を

されているのか。 

 もう一つは、大会の運営費は、組織委員会が主催者だと思うのですけれども、現地の開

催都市の負担というのはどのようになるのか、どの程度を見込んでいるのか、この２点を

示していただきたい。 

○木村ラグビーワールドカップ 2019 推進課総括課長 大会の運営について、そういう準

備という部分もあるでしょうし、ラグビーワールドカップ 2019組織委員会のほうで、その

ものとして準備する関係もあるとのお話をいただいたところでございます。大会の運営自

体については、組織委員会のほうで持つものでございます。それについて、今組織委員会

のほうでも、県とか開催都市のほうから負担金という形で集めて全体経費のほうを見てい

るところではございますが、開催都市として必要な経費になりますと、開催都市の準備状

況の部分で申しますと、観客等の円滑な輸送にかかわる部分は開催都市が担う役割となっ

ております。あと、その下の観客や来訪者の受け入れ態勢の構築のところにありますファ

ンゾーンという、大会を行っている最中のイベント会場になりますが、そこの運営も開催

都市が担うべきものとなっていますので、そうした大きなものがございます。 

 委員からも御指摘ありました機運醸成をしていくためのものだったり、あるいはテスト
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として試合をやって、本番に向けた準備をする部分も開催都市のほうでやらなければなら

ないもの、あと防災関係でも、そういう計画策定なりというところは当然かかわってまい

りますが、大きなところは観客の輸送の関係とファンゾーンの運営となるものです。この

内容をどういった形で進めるのかを現在検討中でありまして、来年度そこを実施計画とい

う形で、さらに詰めた形で検討していきますので、現状で幾らという形での明示ができな

いところではございますが、どのぐらいバスなどを借り上げして、ファンゾーンをどうい

った形で運営していくかというところを詰めながら、全体計画を調整してまいりたいと考

えているところでございます。 

○斉藤信委員 １万 6,000席ということで、20日間、大会が開催されるわけですけれども、

今の輸送の関係で、釜石圏域で輸送する部分がどのぐらいで、あとは花巻市とか盛岡市か

らの輸送、それ以外もあると思いますけれども、それは今の時点ではどのように考えられ

ているのですか。 

○木村ラグビーワールドカップ 2019 推進課総括課長 現在交通輸送の基本計画という中

で、来場方面のシミュレーションとか、あと輸送車の設定という基礎的な条件を整理して、

道路の混雑度を試算するほか、バスや鉄道の実際の輸送力の調査、そして必要な駐車場の

調査をした上で、車両総数の抑制なり、あるいは分散対策なども含めた輸送計画のほうを

検討しているところでございますので、今、何台というところまで具体の数字を述べるこ

とはできませんが、国体とか、ああいう形で確保したようなことを今度は沿岸でやるとい

う形になりますので、より広域な形での発着地点の設定などが必要になるだろうというこ

とで、今検討を進めているところでございます。 

 今後としては、駐車場の候補地への協力の要請だったり、車両を確保するために、県内

だけでは無理な場合には県外も含めての協力の要請だったり、あるいは鉄道の輸送力を確

保するための、といってもなかなか増便は難しいという状況もあるようですが、そういっ

た要請を行いながら、３月には基本計画をつくり、組織委員会に提出するという格好で進

めているところでございます。来年度につきましては、そういった車両を実際に仮予約す

るとか、あるいは駐車場の候補地の借用の手続をするとか、あるいは交通自粛の看板をつ

くるなどと、事前の広報も含めてやっていこうというところで進めているところでござい

ます。 

○斉藤信委員 輸送計画は大変だと思うのです。国体のときも、北上市の開会式は、東北

各県からバスを確保してやったと。１万 6,000席という規模は、恐らく同じぐらいの規模

で、それも釜石市でやるというのは国体以上になかなか大変だと思います。私が一番危惧

しているのは、釜石市内というのは通常渋滞地域であることです、通常で。釜石市内を通

らない三陸道は開通するのでしょうか。その三陸道を通って鵜住居に行けるのかどうか、

ここを確認したい。これが一つ。 

 あと、やっぱり機運の醸成というのが、国体の場合には大体県内各地域が会場を持って

いましたから、それぞれの自治体が自分たちの国体という取り組みになったと思うのです。
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今回は釜石会場ですからね。だから、アメリカ地区の第２代表がカナダになれば、ホスト

になっているので盛岡市はかなり燃えるのだと思うのだけれども。この間市長もそのよう

に言っていました。カナダはずっとこの間出ているそうだから、その可能性は高いと思う

のだけれども。やっぱり全県的に機運の醸成をどうするかという、これは国体以上に知恵

と創意工夫が必要なのではないかと。釜石地域はラグビーのまさに伝統のある地域だけれ

ども、そこを離れると県内全体と釜石市というのはかなり落差があるのではないかと。こ

この機運醸成をどのように図っていくのかと、今の時点でどういうことを考えているか示

していただきたい。 

○木村ラグビーワールドカップ 2019 推進課総括課長 まず、三陸沿岸道路の関係でござ

いますけれども、宮古中央インターチェンジから唐桑までの間でありますと、大槌インタ

ーチェンジから釜石北インターチェンジの間だけが大会時には開通しませんけれども、そ

れ以外のところはつながると把握しています。 

○斉藤信委員 釜石北インターチェンジってどこだ。 

○木村ラグビーワールドカップ 2019 推進課総括課長 スタジアムの最寄りのところにな

ります。そこからだと５分以内でスタジアムに着くような感じになります。南側は釜石北

インターチェンジを使って、北側のほうは大槌インターチェンジを使ってという感じにな

ります。 

 そして、機運醸成の関係でございますが、おっしゃるとおり、県全体での機運の醸成が

必要になりますので、県民の皆様が参画いただけるような形での機運の醸成を今後も力を

入れてやっていかなければならないと思っておりますし、今後ボランティアの募集やチケ

ットの発売が始まるということで、大会の機運を盛り上げるための都市装飾といいますか、

公共的な広場だったり、施設だったり、交通機関のパネルだったり、さまざまな場所で大

会が行われるということを見られるような形を心がけながら、この機運を盛り上げてまい

りたいと考えております。 

○斉藤信委員 かなり立派な施設ができると思うのだけれども、先ほど郷右近委員も言わ

れたけれども、大会後どのようにこれを維持、活用するのかというのがもう一つの大きな

問題で、先ほど説明の中ではラグビーのトップリーグの試合も呼びたいと。6,000 席のあ

のスタジアムでラグビートップリーグ開催の基準には合うのかと。それが一つです。 

 あと、釜石市長からは、終わったら県営にしてくれないかという話もあるので、これは

私は今の時点では言いませんが、それはやっぱり釜石市であの競技場を運営するのは大変

な課題だと。それは、北上市の運動公園もそうなのです。あそこを北上市が維持するのは

本当に大変で、一定のレベルの競技場というのは全国的な大会とかいろいろなものを誘致

しないともたないのです。だから、そういう点で、一つはトップリーグが呼べるような規

格の競技場で、6,000 席でこれができるのかということと、その他どういうことを今の時

点で、この維持、運営の点で考えられているのか。 

○木村ラグビーワールドカップ 2019推進課総括課長 6,000席でのラグビーの国内リーグ
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の開催でございますけれども、県と市が中心となります釜石開催実行委員会と県のラグビ

ーフットボール協会の連名で、日本ラグビーフットボール協会のほうに、トップリーグの

公式戦の釜石開催を要望しているところでございます。正式な決定は春以降になると聞い

ておりますが、この実施については日本協会側のほうも、開催都市であることも考慮して

前向きに検討したいというお話をいただいているところなので、今後もトップリーグの開

催といったことは可能になるのではないかと思っているところでございます。 

 そしてあと、大会後の運営にかかわりますスタジアムの活用策という部分については、

今申し上げましたラグビーのトップリーグの試合、あるいは各種の大会の誘致とか、ある

いはプロスポーツや大学、高校等の合宿の誘致とか、あるいはコンサート等の各種イベン

ト的な部分も含めて考えるほか、スポーツ施設としての日常的な県民、市民等の利活用と

いうことが考えられるのではないかと思っておりますけれども、県といたしましては沿岸

地域の振興とか、広域的な文化スポーツの振興という観点から、釜石市と連携して検討を

進めてまいりたいと考えております。 

○斉藤信委員 最後に二つ聞いて終わります。一つは津波対策、防災対策です。先日、千

島海溝の巨大な地震の可能性というのが指摘をされました。千島海溝というのは、実は一

番活発な地震地帯ということで、かなりの規模の地震、津波が続発をしているところで、

そうすると三陸というのはその影響を受けざるを得ない。この点で、今巨大な水門もつく

られているし、防潮堤もできているのですが、あとどのぐらいかさ上げされて、今のスタ

ジアムが津波に対応するため、どういう施設になっているのか。 

 もう一つは、何といっても津波というのは避難が最大の対策ですから、そういう点での

津波防災対策というのはどのように考えられているのか。 

 最後ですけれども、恐らくあとは日本の開催はないのではないかというぐらいのワール

ドカップだと思うので、私もぜひ行きたいと思いますが、例えば盛岡市から参加する場合

に、盛岡市からバスつきで参加できるのが一番いいのです、朝出発して。そもそもマイカ

ーなんかで行ったらとんでもないことになると思うので。だから、もし私がチケットを購

入するとすればどういう形で、それこそ盛岡市や内陸から行きたい人たちはどういうチケ

ットを購入すればいいのか。できればメーンスタンドで見たいと思っているのだけれども、

どういう形のチケット販売になるのか、お知らせください。 

○木村ラグビーワールドカップ 2019 推進課総括課長 津波避難等、災害の対策というこ

とでございますが、防災計画の中で、外国人も含めました障がい者等への対策を行うなど

とする基本方針を定めるほか、来年度策定します実施計画の中では、自然災害、それ以外

のテロ災害等も含めた場合の、県や釜石市の地域防災計画につながるような情報収集や伝

達、避難誘導の手順を定めて、そういった対策を万全にしていきたいと考えております。

このスタジアムがありました鵜住居地区は、津波でも甚大な被害を受けた地域でございま

すので、そういった避難誘導対策等をしっかり対応してまいりたいと考えているところで

ございます。 
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 あと、チケットの販売の関係についてでございます。今委員に御説明させていただいた

のは、インターネットのチケットＩＤの登録等での販売がこういった形のスケジュールで

行われますという御案内をさせていただきました。取り扱いができる会社は限られること

にはなりますが、チケットつきのバスなり、宿泊なり、宿泊は要らなくてもバスつきのチ

ケットも今後発売される見込みとなっておりますし、また、現在、チケットがある方々を

対象に、県内の各都市から会場に向けてのバスについての検討もしております。ただ、申

し込みしても、まだ席番までは指定されるものではなくて、エリアの指定しかされないの

ですけれども、そういった機会を捉えて応募していただくなり、あるいはセットでお買い

上げいただけるという方法もありますので、よろしくお願いできればと思います。 

○斉藤信委員 まず、先にチケットを買えということですね。そうすれば、バスのさまざ

まな手だても後からついてくると。わかりました。 

 それで、本当の最後の最後ですけれども、ラグビーワールドカップ 2019推進課総括課長

が言われたように、あそこの釜石東中学校と鵜住居小学校というのは、まさに直接津波の

被害を受けて、子供たち全員が助かった釜石市の奇跡と言われるところです。同時に、あ

の鵜住居には、防災センターに逃げて 200人前後がそこで犠牲になったという、釜石市の

悲劇のあるところなのです。私は、復興の状況を世界に感謝する、報告するという大会に

もなると思うのですけれども、そうした奇跡も悲劇もあった鵜住居地区で開催される意義

は大変大きいと思うので、そういう復興について、世界に感謝し、復興の取り組みを世界

にお知らせすると、教訓を返すと、そういう点ではどういうことを考えておられるか、こ

れを最後に聞いて終わります。 

○木村ラグビーワールドカップ 2019 推進課総括課長 釜石市で開催する意義は、そうい

った津波被害ということがございましたので、復興の状況と支援への感謝をお示ししてい

く必要があるだろうと考えておりますので、開催都市として運営することになりますファ

ンゾーンのほうにも、そういった展示も含めて考えていってはどうかと考えておりますし、

今どういう形で進めていったらいいかというところはありますが、試合そのもののときに、

何らかの支援への感謝的なメッセージなどを示せるような形の取り組みができないものだ

ろうかということも含めて、今組織委員会のほうと相談しているところでございます。 

○城内よしひこ委員長 そのほかにありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○城内よしひこ委員長 なければ、これをもってラグビーワールドカップ 2019 釜石開催

について、調査を終了いたします。 

 この際、何かありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○城内よしひこ委員長 ほかになければ、これをもって文化スポーツ部関係の調査を終了

いたします。文化スポーツ部の皆様は退席されて結構です。御苦労さまでした。 

 次に、教育委員会関係の平成 28年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題
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に関する調査結果について調査を行います。 

 調査の進め方についてでありますが、執行部から説明を受けた後、質疑、意見交換を行

いたいと思います。 

 それでは、当局からの説明を求めます。 

○菊池生徒指導課長 それでは、説明を申し上げたいと思います。文部科学省においては、

昨年 10月に、平成 28年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調

査結果の速報値を公表しており、県教育委員会におきましても、これに合わせて県内公立

学校における当該調査結果の速報値を公表したところでございます。 

 今回は、本調査結果の概要と、それからこれまでのいじめの認知件数の推移、その背景

等の大きく２点について御説明を申し上げます。 

 お手元の資料についてでありますけれども、最初のページは本調査結果のいじめの認知

件数についての説明資料でございます。めくっていただきまして、右上に参考と書いてお

りますけれども、このページ以降は参考資料として、昨年 10月に県教育委員会が公表した

速報値をつけております。 

 それでは、最初に本調査結果の概要について御説明をします。参考の１ページをお開き

ください。最初の文章は、本調査の位置づけと、それから目的について示しております。

それ以降につきましては、調査方法等を示しております。１の（４）というものがござい

ますが、１の（４）につきましては、七つの調査項目の定義を一覧にしたものでございま

す。本調査は、この定義にのっとり実施しております。２ページから４ページ、文章が書

いてありますが、これは５ページ以降の調査結果の概要を文で表現したものでございます。 

 では、七つの調査項目のポイントについて御説明を申し上げます。５ページをお開きい

ただきたいと思います。まず、暴力行為の状況についてでありますが、（１）は校種ごとの

暴力行為の発生学校数と発生件数の一覧でございます。発生件数の合計は、378件であり、

前年度より 140件増加しております。小学校の発生件数をごらんいただきたいと思います。

小学校の発生件数は、平成 28年度は 237件でありまして、前年度よりも 137件の増加とな

ります。よって、小学校の増加が全体の件数の増加の要因となっております。 

 では、どのような暴力行為がふえたかと申しますと、６ページ（４）の表がございます

が、ここの小学校の欄をごらんいただきたいと思います。平成 28年度、対教師暴力という

のが 84件、前年度より 61件の増加、同じく生徒間暴力は 144件で 74件の増加、この二つ

を加えますと 228件であり、前年度より 135件の増加となりますので、この二つの暴力の

形態が増加になった原因となっております。 

 次に、いじめの状況について御説明いたします。８ページをごらんいただきたいと思い

ます。（１）、いじめの概要についてでありますが、合計が 5,750件でありまして、前年度

よりも 2,476件の増加でおります。全ての校種におきまして発生学校数、認知件数が前年

度よりも増加しております。特に小学校のいじめの認知件数は 4,437件でございまして、

全体に占める割合は 80％となっております。 
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 次に、（２）の過去５年間のいじめの認知件数の推移においても、小学校の１校当たりの

認知件数は 13.3件でございますので、他の校種よりも認知の度合いが高く、加えて全国の

平均よりも高い数字となっております。 

 ９ページをごらんください。（４）の児童生徒の相談状況についてでありますが、全ての

校種において学級担任に相談というのが最も多くなっております。 

 次に、（５）、いじめの対応につきましては、これも全ての校種において、冷やかしやか

らかいというのが一番多くなっているものでございます。 

 （６）のいじめの現在の状況につきましては、合計 5,750件中 4,969件が解消しており、

その解消の割合は約 86％となっております。 

 10ページをごらんください。10ページにつきましては、各学校における日常の取り組み

を一覧にしたもので、11 ページにつきましては本調査を開始した昭和 60 年度からの一覧

を示しております。 

 次に、長期欠席（不登校等）の状況について御説明いたしますので、12ページをお開き

ください。（１）は理由別長期欠席者数の一覧、（２）は不登校児童生徒数の過去５年間の

推移でございます。全ての校種において、過去５年間の結果は全国を下回っております。

中学校におきましては、これも全国の傾向と同様なのですが、平成 24年度以降、人数、比

率とも増加の傾向にございます。 

 13ページをごらんください。では、不登校の要因は何かという調査の表でございますが、

表中の学校、家庭に係る要因（区分）というのがありまして、その右のほうに、右から二

つ目でありますが、家庭に係る状況の欄をごらんください。小学校において、183人中 109

人がその家庭に係る状況、割合にしますと約 60％。同様に中学校をごらんいただきたいと

思いますが、不登校の生徒 876 人中 356 人で、占める割合は 40％くらいになっています。

高等学校全日制におきましては、296人中 83人で、割合は 28％。同じく定時制におきまし

ては、81人中 36人で、45％というのが家庭に係る状況となっております。 

 次に、本人に係る要因というのが今度は縦にございますけれども、全ての校種において、

不安の傾向があるというのが最も多い結果でございました。 

 14ページをお開きください。14ページの一番上、（６）、指導の結果、好ましい変化が見

られた児童生徒数の割合でございますが、好ましい変化が見られた状況、全ての校種にお

いてその割合が前年度よりも増加しているという状況でございます。 

 次に、高等学校中途退学者の状況について御説明いたします。15ページをお開きくださ

い。（１）は、中途退学者数と中途退学率の過去７年間の状況でございますが、中退数の合

計 251名及び中退率 0.86は、過去最少という結果になっております。（２）は、全日制の

学科別・学年別の退学者数、（３）は理由別の退学者数であり、退学の理由の約３割は学校

生活・学業不適応、約２割は進路変更となっております。 

 なお、自殺、出席停止、教育相談の状況につきましては一覧にはございません。４ペー

ジに文で記載をしておりますので、御参照を願いたいと思います。 
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 以上が本調査結果の概要についての説明でございます。どうぞよろしくお願いします。 

○城内よしひこ委員長 ただいまの説明に対し、質疑、意見等はありませんか。 

○菊池生徒指導課長 大変失礼しました。もう一点、大きな説明を落としておりました。 

 一番最初のページをお開きいただきたいと思います。いじめの認知件数の推移等につい

てでございますが、まずグラフをお示ししましたが、このグラフでおわかりのように、平

成 18年度と平成 24年度が高い数値となっております。これはどちらの年度においても、

いじめを苦にして自殺した事案が発生して社会問題が起こった、そういう年でございます。

また、平成 18年度及び平成 24年度の次の年度からは認知件数が下降しているということ

がごらんいただけるかと思います。国においては、このような結果となった要因の一つと

して、学校におけるいじめの認知の感度が低下しているのではないかという指摘をしてお

ります。 

 次に、２、国の取り組みでございますが、社会問題となった翌年度からいじめの認知件

数が減少するということを踏まえまして、国におきましては、いじめ防止対策推進法を策

定し、いじめの定義を表のように定め、従前の定義よりもいじめと捉える概念を広くして

おります。また、この法をもとに策定したいじめの防止等のための基本的な方針によって、

学校等が果たす責務を示しております。 

 次に、３、本県の取り組みでございますが、このような国の取り組み及び本県で発生い

たしました痛ましい二つの事案を踏まえまして、その表にあるような取り組みを継続的に

実施してきております。そして、いじめ問題対策の充実を図っているところでございます。 

 国におきましても、本県におきましても、いじめの認知件数が増加するということは、

いじめの定義の理解が浸透して、そしていじめの積極的な認知が進んでいるものと捉えて

おり、肯定的に考えております。本県の１校当たりのいじめ認知件数が国の平均を上回る

状況となったのは、全県的に全ての校種及び関係機関等において、本県で発生しました過

去の痛ましい事案等を教訓として、いじめ対策問題に取り組んだ結果と捉えております。 

 最後に、４番、今後の対応でありますが、本調査結果において、約２割の学校において、

いじめの認知がなされていないということを踏まえまして、改めて各学校のいじめ防止対

策の実態を確認しまして、市町村教育委員会と連携を図りながら、支援、助言等を実施す

る必要があると考えております。 

 あわせて、いじめの中にはＳＮＳ等の不適切な使用等も散見されることから、情報モラ

ル教育の一層の充実を図るなど、今後もいじめ問題の未然防止と解決に向けた早期対応、

丁寧な対応等の取り組みの一層の充実を図ってまいりたいと考えております。 

○斉藤信委員 丁寧な説明をいただきました。それで、最初に今説明のあった暴力行為な

のだけれども、これが全体でも、特に小学校で大幅にふえたと、いじめ認知の感度が高ま

ったというように私もわかるけれども、暴力行為が大幅にふえた要因、背景は何なのか。 

○菊池生徒指導課長 特に小学校の暴力行為というのがふえております。捉え方としまし

ては、大きく二つの要因があるのではないかと考えております。その一つは児童の資質に
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係ること、二つ目はいじめの積極的な認知ということです。 

 最初の児童の資質に係ることでございますけれども、お手元にはないのですが、もう少

し詳細にデータを見ますと、暴力行為の件数が多い県内小学校３校の合計の暴力の件数が

130件となっております。全体の 55％を占めているという状況で、その当該の教育委員会

に聞き取りをしたところ、どんなことかといいますと、特定の児童が自分の感情をコント

ロールできずに、教師や他の児童を軽くたたいたり蹴ったりするという行為を何度も繰り

返したということで、１人の特定の児童でありますが、その子がほぼこの件数の数に入っ

ているという状況でございました。 

 もう一点のいじめの積極的な認知でございますが、これは本調査において、いじめの認

知が小学校で大体 4,500件弱あり、その中で前年度と比べれば 2,000件ふえております。

今回調査から、いじめの認知にかかわっては、けんかとかふざけ合いも加えてくださいと

調査の内容が変更となりました。よって、けんかやふざけ合い等の認知もいじめの件数に

含まれております。ですから、けんか等においては、その暴力行為が、つまり生徒間暴力

が学校において認知され、ふえたものと。よって、先ほど対教師暴力、それから生徒間暴

力が小学校でふえたといったことがございますが、この二つの背景があるというふうに捉

えております。 

○斉藤信委員 三つの小学校で 130件ということでした。児童が自分の感情をコントロー

ルできない、これはよくある話なのです。恐らくその背景があるのだと思います。感情を

コントロールできない子供たちって少なくないのだけれども、それをどう受けとめて対応

するかというところが問われている大問題だと思うのだけれども、この三つの小学校では、

学校の対応に問題なかったのか、これが一つ。 

 あともう一つ、いじめの認知が進んだというかかわりだということは、私もそのように

思います。同時に、教師に対する暴力も 23件から 84件にふえているのです。件数からい

くと激増しているのです。これはどういうことなのか。今までは認知しなかったけれども、

今回積極的に認知したということなのか、教師に対する暴力がふえたのはなぜなのか、こ

の２点お聞きします。 

○菊池生徒指導課長 お尋ねの２点についてでございます。 

 まず最初に、学校の対応についてでございますけれども、学校においては組織的な対応

がなされておりました。つまりその児童の特性を共通理解し、校内研究会等を開きながら

対応していたと。蛇足になりますけれども、学年が進むにつれて、このような形の暴力の

件数は減っておりますので、発達段階の面も一つの側面としてはあるのではないかと思わ

れます。 

 それから、二つ目、対教師暴力がふえていることについてでございますが、先ほど児童

の資質にかかわるというところで、例えば教師がけんか等をとめに入った場合、感情的に、

またはコントロールできずに、教師をたたく、蹴るというふうな行為がある。これについ

ては、いじめの認知の感度が高まったのと同時に、暴力行為に対する認知も高まったと捉
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えております。 

○斉藤信委員 わかりました。私は、いじめの激増と暴力行為がふえたというのは、かな

り関連があるのではないかと、このように思います。 

 それで、次にいじめの問題についてお聞きしますけれども、小、中、高、特別支援学校

を合わせて前年から 2,476 件ふえていて、5,750 件と、これは 1.75 倍なのです。そして、

これは件数ですから、いじめというのは、いじめを受ける児童生徒は１人だけれども、い

じめるほうは２人、３人なわけです。そうすると、これにかかわる子供たちというのは、

単純に約３倍以上だと思います。約１万 7,250人になるのです。２万人近い子供たちがい

じめにかかわっている。ある専門家の調査だと、いじめている子供の７割は罪悪感を感じ

ていると。だから、そういう子供たちも悩みながら、そういう行為に走っている。 

 私は、いじめが積極的に認知されたということは評価しますが、同時に 5,750件という、

まだ２割の学校が認知していないという問題、これはこれでまた別問題としてありますけ

れども、いじめの問題が大変深刻な、子供たちや学校にとって本当に深刻な課題だという

ことを浮き彫りにしているのではないかと。今回そういう点で、認知が積極的に進んだこ

とと同時に、いじめの問題が子供たちにとっても学校にとっても本当に重要な緊急の課題

だということを浮き彫りにしているのではないかと思いますが、この点の認識はどうです

か。 

○菊池生徒指導課長 委員御指摘のとおり、過去において、いじめの認知件数は非常に少

なかったと。しかし、過去においてそれがなかったかといえば、そうではないと考えてお

ります。過去に見えなかった部分の認知が現在本県では進んでいるものと。よって、この

5,750 件という件数は、高いと捉えることもありますが、次としては、これをきちんと未

然に防止をして、健在化した部分の件数を今度は対応として減少させるような、そういう

対応をとっていくべきものと捉えております。 

○斉藤信委員 私はこの点で、文部科学省のいじめについての定義は現象の定義だと思い

ます。どういう現象がいじめに当たるかということ。しかし、本質は何かというと、いじ

めというのは暴力であり、人権侵害ということなのです。守られなければならない子供た

ちの人権を侵害すると、私はそこに一番の問題があるのだと思うのです。子供たちの人権

というのは、何があっても最優先して守らなくてはならない。それが学校だと思うのです。

しかし、それがいろいろな、今は競争教育の問題もある、管理主義の問題もある、子供た

ちの家庭の問題もある、そういう中で、いわば他人に対する攻撃というものがゆがんだ形

であらわれたのがいじめだと、このように指摘する専門家もいます。いわば、他人に対す

る攻撃という本質的なものがゆがんだ形で、いろんなストレスその他で発散される問題だ

と指摘する専門家もいますけれども、そこでこのように激増している中で、子供たちの命

にかかわる重大事態、もう一つはいじめによって 30日以上の長期の不登校に陥っている、

これがいじめ防止法による重大事態です。これが平成 28年度は、どういう件数だったのか。

そして、この重大事態の特徴、内容はどういうものなのか示してくれますか。 
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○菊池生徒指導課長 平成 28年度のいじめ重大事態にかかわっての件数でございますが、

小、中、高等学校と合わせまして、22件でございます。 

 そして、その特徴といいますか、委員がおっしゃいます第１号該当が 11件、第２号該当

も 11件という内容でございました。特徴としましては、それぞれケース・バイ・ケースで

はございますが、昨年度と比べまして重大事態がふえているというのが一つの特徴であろ

うと。ケースの個別の内容につきましては、差し控えさせていただきたいと思います。 

○斉藤信委員 いじめ防止法に基づく重大事態というのは、私は文字どおり、子供たちの

人権が本当に脅かされたという事例なのだと思うのです。それで、きょうは審議があるの

で、県教育委員会にかかわるものだけ、どういう事例だったのか、学校がどのような調査

結果をしているのかという資料もいただいて、読みました。県教育委員会が所管するのは

基本的には高校ですから、小、中学校というのはまた違ったあらわれ方をしているのでは

ないかと思うのですけれども、高校の関係で、いじめ防止法制定以来の重大事態を見てみ

ますと、特徴的なことだけ言います。一つは、退学で解決されていると、残念ながら。だ

から、本当に安心して学べる学校をつくらずに、別な学校に行かざるを得ないという形で

解決されているのが多数でした。私は、それでいいのかと。 

 もう一つは、いじめ防止法制定以来、重大事態についてはかなり緻密な調査されている

のですけれども、当事者、父母が同意しないと生徒の調査をやらないと。これでは本当に

いじめの実態というのは明らかにならないのだと思うのです。だから、これは本人や家族

の気持ちは大切にしながら、きちんといじめの実態の調査をやって、そこを明らかにして

こそ生徒全体の教訓になるし、学校の生まれ変わりというか、学校の改革にもなるのだと

思うのですが、残念ながら、当事者、父母の同意が得られなかったために生徒の調査はし

なかったというものが多数でした。これは、やっぱり調査で実態を明らかにしなかったら

教訓も何も出てきませんよ。そして、加害者に対する指導が大変不徹底だと。結局調査を

しない、いじめの実態を明らかにしなかったら、本質的に加害者の責任は問われないわけ

なのです。それが二つ目の特徴でありました。 

 そして、三つ目は、いじめの対応なのだけれども、タイマン張って暴力行為というのが、

１件ありましたけれども、ラインでの陰口、悪口、これで自殺未遂をしたとか、学校に来

られなくなったというのが高校の場合でも特徴なのです。だから、からかいとか悪口とか

というと、何か軽いように思うけれども、そのことによって生徒が孤立させられると、本

当に学校に行けなくなる、自殺未遂まで起こしてしまう。この重大事態というのは、そう

いう意味でいろいろなケースがあるのだけれども、県教育委員会全体がこれをしっかり受

けとめて、この事例の教訓をどう生かしているのかと。 

 もう一つは、常設の第三者委員会があるわけです。しかし、重大事態については、常設

の第三者委員会に１件しかかかっていないのです。私、常設の第三者委員会の設置のとき、

反対したのです。一つ一つの案件で第三者委員会をつくって、責任を持ってやるべきだと。

ところが、常設だといつでも対応できると言いながら、そこにかかわっていないのです。
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そして、２年間の任期が切れたから、今度委員がかわりますと。やっぱり第三者委員会で

こういう重大事態についてはきちんと報告をされ、そこで全県的な教訓を返すということ

が必要なのではないかと思いますけれども、この点について伺いたい。 

○菊池生徒指導課長 今御指摘の重大事態というのは、本当に大変な事態、非常に悲しい、

痛ましい事態と捉えております。その教訓についてでありますが、平成 28年度におきまし

ては、県として三つの重点をお示しして、県内各学校に取り組みをお願いしたところでご

ざいます。その三つというのは、痛ましい中学校の二つの事案、これが大きな教訓になっ

ておりますが、一つは情報をきちっと共有しましょうということ、そしていじめを積極的

に認知しましょうというのが二つ目、そして三つ目は組織で対応しましょうという、これ

が平成 28年度の県の施策として、重点として、三つ、これをとにかく県内の学校で取り組

みましょうというのがございました。 

 そして、我々のほうには高校の重大事態の報告書等が参りますので、それらも含めて、

平成 29年度についても三つの重点ということを掲げております。その一つは、自殺防止の

研修等をやりましょうと。それから、二つ目は、情報の共有はもちろんですが、情報をき

ちんと提供していきましょうと。例えば本校のいじめ防止の基本方針はこういう内容で、

こうやりますよ、対応をこうしますよということを発信しましょうというのが二つ目。そ

して、三つ目は、児童生徒の取り組みを活発にして、教員だけではなくて、学校全体とし

てそういう取り組みを進めてまいりましょうというのが３点でございます。委員がおっし

ゃられた受けとめと、それから教訓をどう生かすかということについては、このような形

でイメージをし、各学校等にお示ししたところでございます。 

 それから、二つ目でございますが、第三者委員会にかかっている部分の１件ということ

でございますけれども、いじめ重大事態にかかわる調査につきましては、国のほうでガイ

ドライン等が示されております。その中で当該の、つまり被害の児童生徒、保護者等が学

校の調査に、きちんと調査されていますよということで了解を得た場合には、第三者委員

会を開催しないでよろしいとなっております。ただ、委員御指摘のように、重大事態をど

う捉えて、今後どのように持っていくべきかという部分につきましては、条例上におきま

しても、いじめ問題対策委員会の所掌事項の一つとなっておりますので、この部分をどの

ようにとり行っていくかというのは、今後検討していくものと認識しております。 

○斉藤信委員 いじめ重大事態について、改めて学校で調査するということは、もちろん

当事者なので大事です。同時に、学校で調査した場合も、その調査結果について第三者委

員会が検証すると、そして全県的ないじめ対策に生かしていくという、そこに常設した機

関をつくった意味があるのだと思うのだけれども、その点はぜひ検討していただきたい。 

 それで、私はさきほど言いましたけれども、９ページのところで、冷やかし、からかい、

悪口、おどし文句、嫌なことを言われる、これが小学校でいえば 2,499件、全体でも 3,313

件で一番多いのだけれども、これは決して軽いいじめではないのだということなのです。

これでいじめ自殺だとか、自殺未遂だとか、不登校に追い込まれているのが実態ですから、
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私はそこが何か、軽いのが多いのですよという認識では絶対ないと思います。 

 これは、ある先生が、いじめられた経験について全国的な調査をしたところ、小学校で

は 48.9％、中学校では 35.3％、高校では 29.3％、全体で 38.4％がいじめられた経験があ

ると。いじめた経験というのは 31.7％なのです。だから、かなり多くの子供たちがいじめ

られた経験があり、またいじめた経験も持っていると。 

 そして、もう一つ、私は本当に深刻だと思ったのは、いじめられたときにつらくて死ん

でしまいたいと思ったことはありますかという設問に対して、思ったことがあるが 35％だ

ったと、３人に１人です。だから、子供たちにとっては、いじめというのは本当に命にか

かわる問題で、思春期の特徴というのもあるのですけれども、だからそういう問題として、

このいじめについて本当に積極的に。平成 28年度の重点課題もわかりました、平成 29年

度の重点課題もわかりました。恐らく平成 29年度は、平成 28年度の重点課題も継続して

ということでないと、１年でこんなに変わるわけではないので、あわせて平成 29年度の重

点課題があるのだと思うけれども。 

 それで、私は改めて矢巾町の中学２年生の自殺事件について、調査報告書を丹念に読み

ました。学校の対応についてということで、かなり厳しい指摘がされております。いわば

生活記録ノートで２年間、６回にわたって死にたいと、こう訴えていた。その訴えが共有

されなかった。私は、子供が死にたいと担任の先生に訴えるということは、一定程度の信

頼関係があったのだと思うのです。普通はないのです。死にたいということを担任の教師

に訴える例って、今までのいじめ自殺ではないのです。だから、これは本当に特異なケー

スだと思うのだけれども、一面そういう信頼関係がありながら、それを深刻ないじめであ

り、自殺の危険と受けとめられなかった。だから、情報共有もされなかった。情報共有が

されなかった要因には、学校の体制もありました。いわば上司に信頼感を持って相談でき

なかった、こうも言っています。ここはきちんといじめ対策委員会もできて、いじめ防止

対策方針もあるのです。しかし、全くこれは取り組まれていなかった。 

 もう一つ、ここで指摘しているのは、１年前に滝沢市で自殺事件があったわけです。あ

の報告書が全然受けとめられていなかったということなのです。前の年に滝沢市において

本当に残念ないじめ自殺がありながら、その報告書を各中学校にも届けながら、それを受

けとめていなかった。私、受けとめていなかった学校はもっと多いと思います。 

 だから、そういう意味で、今重点課題はいいのですけれども、この報告書そのものは膨

大なもので、本当に丹念な調査をやったなと思っています。ただ、結論については極めて

問題があります。丹念な調査でいじめは認定しました。いじめは希死念慮の一因だと。と

ころが、自殺との関係については断定できないと。私、これは第三者委員会の責任の放棄

だと思います。いじめの原因、自殺の原因を調査するのも委員会なのです。いじめと認定

していながら、それがここの中では、かなり系統的ないじめによって子供は追い詰められ

たと、そこまで書きながら、自殺する３日前の動向がわからないと、断定できないという。

私は、これは残念ながら責任回避の調査結果ではなかったかと思いますが、しかしここで
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解明された学校の問題やいじめ対策の問題については、大変重要な提起があると思います

けれども、これは実際に学校の現場でどのように受けとめられているのか、やられている

のか、その点はどうでしょう。 

○菊池生徒指導課長 矢巾町における、いわゆる第三者委員会の報告につきましては、中

身を私どもも見させていただいたところでございます。委員御指摘のとおり、情報共有が

なされていなかった、学校としての組織対応がなされていなかったというところは大きな

指摘事項でございまして、それにつきましては平成 28年度の重点に教訓として盛り込んで

いたところでございます。 

 学校でどのような取り組みがなされているかということでございますけれども、まずは

この報告書における当該校につきましては、いじめの認知に係る定義の部分をきちんと情

報共有し、そしてカードに記載して、それを集計する等の小さなものも見逃さないという

姿勢で取り組んでおりますし、会議のほうも定例化して、そのあたりの情報共有も図って

いると聞いてございます。 

 県内各学校におきましても、いじめの認知にかかわって、定義の理解については進んで

いるものと思っておりますが、まだ不足の部分もあるとも思っておりますので、そのあた

りにつきましては、今回のいじめ問題の県の基本方針を改定したことも踏まえまして、き

ちっと全体を把握しながら対応していきたいと思っております。 

○斉藤信委員 滝沢市の中学校での第三者委員会の報告、そして矢巾町における、二つの

報告があるわけです。今学校で大体年に２回ぐらい以上は研修があるわけです。やっぱり

具体的な事例からしっかり学ぶということが大事だと思います。具体的な事例から、自分

の学校の問題として受けとめてやっていく必要があるのではないか。私も何度か矢巾町の

教育長にお会いして、その後の取り組みを聞いてきました。矢巾町は、本当に真剣にこの

ことを検証、反省をして、今生徒指導課長が言われたように、生徒指導個別カードによる

情報共有というのをやっているのです。 

 私は、いじめの対応でとても大事なのは、いじめ調査でも、どの案件がいじめかどうか

という認定をするのです。しかし、いじめというのは、切り離されて認定するものではな

いのです。矢巾町の調査結果もそうなのだけれども、一定の経過の中で蓄積されたときに、

それがいじめになるのです。だから、矢巾町では、生徒指導個別カードで気になることを

書いて、それが積み重なって、子供の変化とか、いじめというような認定をしているので

す。そして、そのカードは学年でも、そして校長も目を通すと。矢巾町には２人のいじめ

相談員がいて、このいじめ相談員が学校を訪問して、それを見てアドバイスをしたり、対

応もしています。そういう意味でいくと、このぐらい本当に徹底して、いろいろな気にな

ることをきちんと書きとめながら、いじめを未然に防止していくという取り組みが大変大

事なのではないかと。 

 そして、そのためには、何といったって、先生に余裕がなければだめですよ。先生が多

忙だと言われている状況で、そこまで求めるのは本当に酷だという感じがあります。だか
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ら、生徒一人一人に寄り添って、そういう小さな変化もつかみながらやれるような学校の

体制を、教員の状況をどうつくっていくのか、これは本当に今々具体的に解決していく課

題だと思いますけれども、いかがですか。 

○高橋教育長 子供たちが学校教育をしっかり受けられる環境をつくっていくというこ

とと、それから子供たちの安心、安全を確保するということがまずもって学校教育に求め

られている基盤であるというように考えております。そして、教育は、日々教職員によっ

て、子供たちに向き合いながら行われているということで、まさに教育は人なりでござい

まして、教員の資質、そしてまた教員の力というものが極めて大事であるというように思

っています。 

 ただいま委員から御指摘のございました教員の多忙化の問題についても、これは教員が

余裕を持ちながら、子供たち一人一人の行動を見ることができて、そして寄り添う教育を

していくということは、これからの社会をつくっていく子供たちをしっかり育てていくに

は、これは極めて重要な視点というように思っています。 

 この教員の多忙化問題についても社会問題化してきておりまして、人づくり革命の中で

も大きなテーマということになっています。そして、本県の実態も、まさにそのような状

況にあるというように考えていまして、現在教育行政、それから学校教育、それぞれ何を

すべきかということを、この解決に向けた取り組みが喫緊の課題というように考えており

まして、今年度もさまざまな議論を行ってきておりますけれども、来年度以降、これまで

に増して着実に進むような努力をしていきたいというように考えております。 

○斉藤信委員 これで最後にします。不登校のことを最後にお聞きをしたいと思います。

12ページのところで、長期欠席（不登校等）の状況というので、不登校は小学校で 183件、

中学校は激増して 876件、高校 377件、合わせて 1,436件と。私、この数もまた大変深刻

なものではないのかと。不登校にかかわるさまざまなＮＰＯの方々に聞きますと、やっぱ

り背景にいじめがあると、共通して指摘をしています。いろいろな要因があるのだけれど

も、その要因の中にいじめがやっぱりあるというように指摘をされております。 

 特に中学校で 876件という、この激増する問題はなぜなのか。これへの特別の手だて、

対応はどうなっているのか。高校でいうと 377人ということは、二つの小さな高校がなく

なるぐらいの規模です。要因として、家庭に係る状況とあるのだけれども、今子供たちを

めぐる状況は大変だと思うのです。家庭の状況はあると思うのです。ただ、家庭に問題が

あっても、学校がそういう子供たちを受けとめる、学校に希望が持てるようなものにしな

くてはならないのではないかと思うのですけれども、この点について不登校対策というこ

とで、中学校の激増の問題とあわせて県教育委員会の対応策をお聞きします。 

○菊池生徒指導課長 中学校の不登校の生徒が増加したということについてでございま

すけれども、委員御指摘のとおり、家庭に係る要因というのももちろんございますし、そ

れから本人にかかわる問題というのもございます。この調査結果からいいますと、本人に

係る要因で最も多いのは、不安の傾向といったものでございまして、約３割くらいがそこ
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に当たります。もう一つは、無気力の傾向というのが 30％。ですから、この二つを合わせ

ますとほぼ 64％となっております。また、家庭に係る状況につきましては全体で約 41％。

そうすると、これを足しますと大体７割くらいがこういう要因において不登校になってい

ると捉えております。 

 よって、この不登校の対応につきましては、保護者の御理解と、そして御協力を得た上

で、学校として、その子供たちの無気力、無関心というところを教育相談等によって改善

していく必要があると思っておりますので、まず１点、手だてとすれば、教育相談体制の

充実をさらに図るということ。そして、毎年９月に心とからだの健康観察という全県の悉

皆の調査をしており、それらを教育相談の一つのツールとして今活用できる体制になって

おりますので、これをより一層進めていくと。 

 もう一点につきましては、不登校がなぜふえるかといいますと、新しく不登校になる生

徒がどんどんふえてきているからということが大きな原因でございますから、未然防止の

ためにどのように学校が取り組めばいいか、そして行政がどう取り組めばいいかというこ

とを、今国立教育政策研究所の委嘱を受けまして調査をしており、本年が１年目でござい

ます。滝沢市をモデル校区として実施しておりますが、それらを検証しながら、そういう

部分を含めて未然防止、それから現在の対応等を進めてまいりたいと考えております。 

○田村勝則委員 私の考えと斉藤委員の今のお話はほとんど一致するところで、私の認識

もそのとおりでございます。ただ１点、矢巾町の事案の話が出ました。私もあそこに当時、

スポーツのほうのお手伝いで行っていたのですが、先生にお聞きしたならば、いろいろな

そういう厳しい状況もある中で、都内のある、私も尊敬するカリスマ先生の生きる授業と

いうのをあの子が自殺する前にしたそうです。ところが、残念ながら、その子は欠席だっ

たそうです。そういうことで、私は去年の 11月に都内に行って、もう一度確認をしてきま

したけれども、残念ながら欠席だったというので、その先生も、私の話を聞いてもらえれ

ばああいうことにならなかったかもしれないと、非常に残念がっておりました。３月にま

た講演に来られるという話もお聞きしておりますが、まだまだ終わったことではなくて、

当該の中学校も、今現場では一生懸命取り組んでいるという状況であろうと思います。 

 そういう中で、先ほど私もそのとおりだなと思ったのは、高校の問題も退学によって実

は解決しているのではないかというような、私も残念なそういう思いをした事例が、一つ

だけありました。私の町内の子供が、ある高校を退学した年に 17歳で自殺をして亡くなり

ました。学校の責任は、退学した段階で問われないわけですけれども、残念ながら不登校

になり、あるいは退学になり、そして自殺にまでつながっているというようなこともあっ

たりして、実際の真の原因というか、自殺のその中身は本人でないとわからないわけです

けれども、そういうことがたまたま経過としてあるということを思うときに、ある高校で

は、最近の話ではないのですけれども、３年ぐらいたちますか、１クラスで 40人しかいな

いのに１年で 10人退学してしまったという話も聞いています。そういうことになると本当

に一人の人材というものが失われていくと、あるいは人生もつまずきっ放しで終わるとい
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うのは非常に残念なことだと思いますので、県教育委員会としても一生懸命対応しておら

れるわけですけれども、なるべく安易に退学というようなことのないような対策をしっか

りととっていただきたいし、不登校についてはいろいろと対策もしておられるわけですが、

早目の対策というのが何よりも大事ではないかと思いますので、その点についての御所見

をお聞きして終わります。 

○菊池生徒指導課長 いじめ重大事態にかかわっての退学というお話があったわけでご

ざいますが、平成 28年度調査で県立の高等学校におきましては、件数では 11件、人数で

いいますと 10人ということになっております。この 10人がその後どのようになったかに

ついて、まず御報告を申し上げたいと思いますが、この 10人のうち同じ学校で進級をして、

通常の学校生活を送っているという生徒が４名、それからほかの学校に転学をして、転学

先できちんと通常生活を送っているというのが４名、そしてその学校を卒業した生徒が２

名、合計 10名でございまして、御指摘のありました退学につきましては、平成 28年度調

査においてはありませんし、また平成 27年度調査においても同様の結果となっております。 

 ただ、委員御指摘のように、早目の対応、そしてその子の進路も考えた、見通しも考え

た、そういう対応というのは非常に重要なことであると思っておりますので、今後もその

ことにつきまして引き続き支援、それから指導等をしてまいりたいと思っております。 

○ハクセル美穂子委員 私も質問させていただきます。資料の５ページの、まず暴力行為

の状況のほうで、小学校の発生件数 237件で、そのうち 130件が、先ほどの説明の中で、

３校の中で特定の子供が要因でふえたという説明がありました。これは多分発達障がいと

か、そういった関係のことも関連して、そうした暴力行為が、暴力というよりもコントロ

ールできなくてということだと思うので、発達段階のことなのかと理解をしておりますが、

そうしたときに、どのようにスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの方が

かかわっていらっしゃるのかについて、今の現状と、それからまだそういった段階までい

かなくて 130件になったのであれば、今後どういう形でかかわりを持たせていくというよ

うな方向性を考えていらっしゃるのかという点が１点です。 

 もう一点は、８ページのいじめの状況のほうに行きますけれども、小学校の認知件数

4,437 件、隣の９ページに、いじめられた児童生徒の相談の状況の中で、学級担任に相談

というのが 2,719件、複数回答可なので、大体半分ぐらいは学級の担任に話をしているけ

れども、その半分ぐらいは、もしかすると担任ではなくて違う方法でというように理解を

していますが、いじめ発見のきっかけのスクールカウンセラー等の発見が４件で、児童生

徒もスクールカウンセラー等の相談員に相談が 33件で、結構少ないなという印象を受けま

した。 

 私にも今多感な小学校の時期の子供がいまして、子供から言われたことを親が学校に言

うというのも結構ハードルが高いなとは思っています。学級の担任の先生との関係がどう

だとかではなくて、いじめを受けているとか、何かをしたとかという、マイナスなことを

告白するということなので、子供も自分が要因かもしれない、いじめを受けているのは、
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その人だけが悪いと思っているわけでもないわけで、ネガティブなことを話すのは結構ハ

ードルが高くて、そこであえてスクールカウンセラーの方がいるのだろうという認識でい

たのですけれども、その点について、カウンセラーの方に対する相談の件数が少なくて、

今後、担任にも言えない、両親にも言えないというような子たちの受け皿をどのように考

えていらっしゃるのかという点について、２点目お聞きしたいと思います。 

○菊池生徒指導課長 暴力の行為にかかわって、小学校においてのスクールカウンセラー、

スクールソーシャルワーカー等の活用についてでございますけれども、スクールカウンセ

ラーは現在小学校には 68校に週１回の配置をしております。そして、そこに支援に行ける

スクールカウンセラーを 124校の中学校に配置しているのですけれども、その部分がその

学区の小学校に行って対応することができるという体制を今つくっています。ですから、

およそですが、今、３分の１から半分くらいの学校では、ある程度使える環境にはありま

す。 

 それから、今後につきましては、数の部分、やはりマンパワーの部分というのも拡充を

図りたいとは思っておりますが、第一義に、学校の先生方のところできちんと子供たちを

見取るということがまず第一にあると思っております。 

 次のいじめにかかわって、スクールカウンセラーへの相談が少ないという部分と関連し

ますが、やっぱり子供たちにとっては、最初に担任の先生、近くにいる先生、または養護

教諭等、毎日一緒に暮らしている方に相談するということが多い。そして、スクールカウ

ンセラーは、これは専門家の立場ですから、そういう先生方が対応できないときに、先生

方にアドバイスをするというのが今のスタンスでございます。ですから、カウンセリング

をもちろんやってはおりますが、子供が直接スクールカウンセラーにというのは、対象と

なる子供たちが非常に少なくなるのです。ですから、第一義に先生方に、コンサルテーシ

ョンというのですが、レクチャーもして、こういう対応をしましょうということをきちん

と情報も共有しながら行って、その中でも重篤なものはスクールカウンセラーがきちんと

対応するという、重層的な取り組みをしているところであります。 

 加えまして、10ページをお開きいただきたいのですが、学校におけるいじめの問題に対

する日常の取り組みの推移というのがございまして、上から５番目、スクールカウンセラ

ー、相談員、養護教諭を積極的に活用して教育相談体制の充実を図ったという部分、これ

が全学校数に占める割合が 83.3％、昨年よりもおよそ７ポイントくらい伸びております。

ということは、学校においてはそういう活用が進んでいるものと捉えております。 

○ハクセル美穂子委員 今岩手県としては、まず学校の担任の先生が受け皿となって、そ

れよりも重篤な場合はスクールカウンセラーという形での体制だと。そのやり方ももちろ

んよろしいのではないかと思うのですが、私としては、学級担任に言える子供も、実際に

言えるようにしていると思うのですけれども、中には言えない子も必ずいると思うのです。

100％の子供が学級担任とそういうネガティブなことも言えるような信頼関係が築けてい

ればいいのですけれども、何事も 100％というのはなかなかないものですから、ただその
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ときに発達障がいの関係もそうですが、親も結局悩んでいるわけです。子供からそういう

事例の話を聞いたりとか、自分の子供がいじめられているかもしれないという兆候を見た

ときに、でも本当にそれがいじめなのか、それとも実はそこまで深刻ではないのかという

判断がなかなか最初は難しいと。それを相談できる場所とか、学級の担任の先生にすれば

いいのですけれども、なかなか相談できないもので。小さい小学校は、カウンセラーに会

うこともほとんど、私の場合もほぼないのですけれども、相談員がいる場合も余りないと。

そのときに、では誰に相談できるのかなというところの体制をもう少し明確に提示しても

らっていると、困ったときに相談できる体制になるのかなと思います。今の体制がどうだ

ということではなくて、もう一つの相談できる体制、学級の担任の先生はもちろんいいの

ですけれども、それ以外にも養護教諭とか、共働きで学校に行かない方とかも結構いると

思うので、そういった方がどういう悩みの相談ができるのかとか、そうしたところをどう

集約するかなども今後ぜひ研究していただきたいと思っております。発達障がいもありま

すので。これは意見としてお話しして、終わりたいと思います。 

○城内よしひこ委員長 休憩します。 

   〔休憩〕 

   〔再開〕 

○城内よしひこ委員長 再開します。この際、昼食のため午後１時まで休憩いたします。 

   〔休憩〕 

   〔再開〕 

○城内よしひこ委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○小西和子委員 まず、暴力行為についてでございますけれども、私も片手におさまらな

いくらい元気な生徒を担任したことがあるのでよくわかるのですが、先ほどハクセル委員

がお話をしたとおり、発達障がいの児童生徒の割合が高いのではないかと、私も担任をさ

せていただいた身としてはそのように捉えました。医療につなぐ何らかの体制をとってい

るとは思いますけれども、どうなのか。以前であれば、小児精神科医の人数が少なく、そ

して一般の医師たちではわからないので、それを中央に行ってもらって研修を積んでふや

すというような、そういう体制になってまいりました。そういう医療につなぐという体制

についてはどのようになったのかということをお伺いします。 

 それから、暴力行為につきましては、沿岸と内陸の特徴について伺いたいと思うのです。

震災後に誕生した子供が大変情緒不安定であるということが指摘されております。県教育

委員会としてはどう捉えているのでしょうかということ。だからこそ、沿岸部では加配が

まだまだ必要なのです。加配をきちんと手当てすべきだということです。 

 それから、続けていじめについてお話をさせていただくのですけれども、担任に相談と

いうのは当たり前のことです。でも、教職員は大変忙しいのです。相談したくても相談で

きないことってたくさんあるのではないかと思います。本当に給食をとるのも、私も５分

間でとって、あとは胃薬を飲む生活を何十年もしましたけれども、ましてや中学校はもっ
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となのです。矢巾町の話が出ましたけれども、大変忙しい職場であったし、あと不幸にも

亡くなられた生徒以外にも、今々大変だという生徒もいたと聞いております。だから、家

庭的にも大変な生徒たちが学級の中に複数いるわけです。そういうこともありますので、

生徒と向き合って、しっかりと話を聞くという体制をつくるためにも、働き方改革という

のが大事だと思っております。その答弁につきましては、先ほど斉藤委員に教育長がお話

しされましたけれども、そのほかに何かありましたらお願いいたします。 

 それから、その生徒はお母さんと離れて暮らしていましたから、担任の先生をお母さん

のように慕っていたと私は聞いておりますし、矢巾町議会議員の方から聞いたのですが、

その日、おじいちゃんからお小遣いを前借りして、それを握って盛岡駅に行って、お母さ

んは東京かな、そこに行きたいと思ったのだけれども、お金が足りなくて、矢幅駅に行っ

てああいうことになった。お母さんに会いたくて、会いたくて、しようがなかったのでは

ないのかと聞いております。これは多分矢巾町議会等で明らかにされたことだと思うので

すけれども、本当に余りにも気の毒な話だと思っております。 

 不登校のことについても、まとめてお話をさせていただきます。不安とか無気力という

ことの項目が要因として挙げられておりますけれども、私の知り合いの子供も、あるとき

から学校に行けなくなったということです。それは何かというと、今学校では次から次と

学力テストに向けてのさまざまな課題が学年を追ってあるわけで、終わったなと思うと次、

終わったなと思うと次。以前にも言いましたけれども、宿題にまで出されるということで、

そこは改善されたのかなとは思うのですけれども、そこのところで次々と課題が出されて、

その子供のお母さんは、一回つまずくと、もうだめだと諦めてしまって行かないのかなと

言っておりました。そういうことが小学校でもあり、中学校でも続いているように見受け

られます。 

 それから、家庭に係る状況ということがかなり多いわけですけれども、確かに子供の貧

困等でここに挙げられているような中身が言われるのだと思うのですけれども、では教育

委員会としては、他部局とどのように連携をとってそのことに対応していくのか。これは

教育とは関係ないからということではないわけです。家庭に係る状況、教育委員会として

できること、それから他部局と連携してできること、いろいろあろうかと思います。そこ

のあたりについてお伺いしたいと思います。 

○菊池生徒指導課長 それでは、私のほうから、まず暴力の部分、暴力にかかわってでご

ざいますけれども、まず一つ目、医療につなぐ体制があるかということでございましたが、

御質問の趣旨からいくと、発達障がいをお持ちのお子様に特定した形ではなくて、一般的

なお話でよろしいですね。そうしますと、基本的に各学校の養護教諭または特別支援学級

の担任等は研修等も受けております。ただし、専門的な判断を必要とする場合があるとき

には、管理職等の判断によって各医療機関につなぐということは通常行われているという

ところでございます。 

 それから、二つ目にありました沿岸と内陸の暴力行為の差はあるのかという御質問でご
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ざいましたが、小学校の暴力行為 237人中、内陸部で大体９割、沿岸部で１割という状況

でございます。そして、中学校につきましては、内陸部が約８割、そして沿岸部が２割と

いう状況になってございます。小学校、中学校で若干差はございますが、状況としては今

お話ししたとおりの状況であるということでございます。 

 次に、不登校の部分について、お話をしたいと思います。家庭に係る要因ということが

小学校では６割、発達段階を追うに従って減る傾向にはございますが、いずれ家庭に係る

問題というのはあるものと思っております。県におきまして、子供の貧困対策の計画もあ

りまして、教育委員会がプラットホーム的な役目を果たしているということでございます

し、その中核としましては、例えばスクールカウンセラー、ソーシャルワーカー、そして

認知をした場合にはすぐ関係機関につなぐという、学校とすればそういう役割を果たして

おるという現状でございます。 

 他部局との連携ということでございますけれども、保健福祉部との連携を私どももさせ

ていただいているところ、特にも子供の貧困対策につきましては、一義的には保健福祉部

のほうで計画を立てておりまして、その中に我々も入り込むような形で今推進をしている

という状況です。 

○永井教職員課総括課長 私からは、教員が生徒に真っすぐ向き合うことができるような

働き方、勤務環境の整備ということでの働き方改革と、それからあと震災の加配のことに

ついてもお尋ねがあったかと思いますので、この２点について御答弁させていただきます。 

 まず、働き方改革の部分についてでございますけれども、これまでも委員会質疑や本会

議等においても、いろいろ御審議いただいているところでございますけれども、まず業務

縮減に向けて、県教育委員会としてもさまざま取り組んでまいってきております。少人数

学級の推進ですとか、部活動休養日の設定等に取り組んでおりますし、そういった取り組

みを進めるに当たっては、関係団体との協議の場を設けまして、今年度も数回協議をして

おりますけれども、進めてきております。 

 また、市町村についても、特に義務学校については服務監督権がございますので、市町

村教育委員会への訪問などをしまして、多忙化への情報交換ですとか、特にも勤務時間の

把握ということについてお願いしてきたところでございます。 

 昨年 12月に中央教育審議会の特別部会におきまして、いわゆる働き方改革の中間の取り

まとめが行われましたし、またそれを受けて文部科学省のほうで取りまとめた緊急対策と

いうものがございます。県といたしましても、これまでの県、それからあとは市町村と共

通した取り組みを基礎といたしまして、今般の緊急対策などの動向も踏まえながら、引き

続き一層の勤務軽減に向けて取り組みを実施してまいりたいと考えているところでござい

ます。 

 平成 30年度の政府予算案には、例えば加配定数の改善ということで、1,000人単位の専

科教員の加配でございますとか、部活動指導員、あるいはスクールサポートスタッフなど

の外部人材の活用、それからあとは業務改善の加速のためのいろいろな研究というものが
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国の予算に盛り込まれたと聞いております。詳細にこれがどのように地方レベルまで予算

という形で措置されてくるのか、まだ未詳な部分ございますけれども、こういった動き、

国の支援なども活用する方向で、今後の対策を十分考えてまいりたいと考えているところ

でございます。 

 それから、特に震災の加配の分につきましても、今年度は各校種を合わせて 220人弱の

加配を国からいただきまして、必要な学校に配置をさせていただいているところでござい

ますが、これにつきまして 30年度におきましても、各教育委員会、特に沿岸市町村の教育

委員会とも、十分に要望をとりながら、必要な数を要望してまいりましたし、また先般は

県教育委員会として、さらに 12月にも国に対して要望活動をしてまいったと、そういう状

況でございます。 

○城内よしひこ委員長 沿岸と内陸の違いというのは答えましたか。 

○小西和子委員 割合だけ。 

 震災後に生まれた子供たちは、低学年として学校で過ごしているわけですけれども、暴

力を振るわないまでも、非常に情緒不安定であるということは指摘されておりますので、

きちんとその子供に向き合って教育をしていかなければならないなという思いでおりまし

た。 

 先ほどハクセル委員のほうから、どこに相談したらいいのだろうというお話がありまし

た。そして、教育委員会でも教育相談を実施しておりますけれども、その内訳について、

おわかりだったらお聞きしたいと思います。 

○菊池生徒指導課長 教育相談の内訳につきましてでございますけれども、４ページ目の

ところで、（７）の教育相談としまして、教育委員会が所管する機関による教育相談件数と

いうことで、その総数をお出ししているところでございます。具体的には、先ほどハクセ

ル委員からもあったように、相談する機会とか場所の話もございましたが、学校の中であ

ればもちろん教員等でございますが、学校の外でまいりますと、今県教育委員会では、24

時間のいじめ相談ダイヤルというものを持っておりますし、それからメールによる相談の

ふれあいメールというものも持っております。また、他の機関におきましても、青少年等

の相談を受け付けているというところでございます。 

 その件数につきましてですけれども、詳細は今手元にはございませんが、いじめ相談電

話につきましてはございますので、その部分で少しお話をさせていただきますと、平成 28

年度の受理件数ですが、相談件数は 244件ございます。その中の内訳としましては、本人

からが 120件、そして保護者からが 108件、その他の方からということで 16件という内訳

でございました。また、この相談件数ですけれども、過去におきましても、おおよそ 200

件前後のところで推移をしているというところでございます。 

 もう一つ、ふれあい電話というのがございまして、そちらにつきましては各教育事務所

等も持っておりますので、件数的には全部で 1,526件の相談を受理しているところでござ

います。 
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 ですので、学校外の相談としましては、教育としてはそのような相談窓口を持っている

と、件数については今お示ししたとおりということでございます。 

○小西和子委員 私も、もしもし教育相談室というところにかかわっておりまして、子供

が直接、いじめられているのですとかというように電話をかけてくることもありますし、

保護者の方が心配して電話をかけてくることもあります。話をまず聞くところから始まる

のですけれども、自分で話をしているうちに、自分で解決の方法を見つけるのです。そう

いう形で対処しております。 

 私が心配しているのは、もしもし教育相談室で一番数が多いのは、ひきこもりの方たち

からの相談なのです。御本人からが多いですし、対応できる方たちがきちんと常駐してお

りますので、そちらの方たちにつなぎますし、面談という形でもやっておりますけれども、

これから先、不登校の児童生徒の皆さんが社会に復帰する、そういう手だてをつくってい

かなければ、どんどん、どんどんふえるだけなのです。やっぱり心を病んでいますので、

中には相談をずっと続けていたのだけれども、最終的にみずから命を絶ったという相談者

もおりました。ですから、そういうところまで、いじめ、それから不登校になって、ひき

こもりになってというようにつながっていきますので、せっかくいただいた命ですし、子

供っていっぱいいいところがあるわけですから、そういうところを引き出すためにも、学

校現場にもう少しゆとりがあるような、そんな県教育委員会としての構えをいただきたい

と思います。 

 家庭に係る状況というところですけれども、実は、私が 15年以上前に小学校で担任をし

た生徒が、高校生になってからみずから命を絶ちました。それはどういうことかというと、

お母さんが両足がない方で、本当に貧しい生活をしておりましたが、私が担任をしたとき

は、すごく賢い子でした。理数関係なんてすごくいいものを持っておりまして、友達も多

かったです。中学校になって、いじめの標的にされ、高校になっても標的にされ、命を断

った日は骨折するくらいの暴力を受けて、自分が悪の道に引きずり込まれるのを拒否した

わけです。お母さんにもそういうようにしたくないというので、みずから命を絶ったとい

う、本当に不幸なことがありました。今子供の貧困ということがあって、Ｋくんといいま

すけれども、Ｋくんと同じように、貧しいからなどの理由でいじめられる子だっているわ

けです。そういう子供たちが救われるような、そのような教育をやっていただきたいと思

います。 

 きょう、2020年からの教育について朝のテレビ番組でやっていましたけれども、改訂さ

れた学習指導要領が実施されますと、さらに学校現場は忙しくなります。そこで、国連子

どもの権利委員会勧告で、日本政府に対して、高度に競争的な学校環境が就学年齢層の子

供のいじめ、精神疾患、不登校、中途退学及び自殺を助長している可能性があることも懸

念する。それから、子供同士のいじめと闘う努力を強化し、そのような措置の策定に子供

たちの意見を取り入れるよう勧告する。もう教育委員会の皆さんは御存じだと思いますけ

れども、教育長は、この勧告をどのように受けとめているのでしょうか。また、いじめ対
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策に子供たちの意見をどのように取り入れているのか。実際取り入れている市町村もござ

いますけれども、その２点についてお伺いして終わりにしたいと思います。 

○高橋教育長 国連から日本に対して勧告があったのは、これは 2010 年のことでござい

ました。当時の状況よりも、さらにその重要性というものは進んできているのではないか

と思います。そしてまた、本県において、痛ましい事案が発生したという中で、我々はこ

の勧告を特に強く受けとめることが必要であると考えております。 

 県教育委員会におきましては、そのような考え方とあわせまして、各学校でどういう取

り組みをやっているかということを県独自で調査いたしております。その結果を踏まえま

して、児童生徒が自主的にいじめの問題について考え、それから議論する活動に取り組む

ことを本年度のいじめ問題対策の一つの重点として、あわせて昨年９月に改定した県のい

じめ防止基本方針の中に、その旨を新たに示させていただいたところでございます。 

 今後におきましても、各学校における児童生徒会活動等を通じて、いじめの問題を児童

生徒自身に考えてもらったり、児童生徒同士の人間関係や仲間づくりを推進したりするこ

とによって、教職員と児童生徒がともにいじめ問題対策に取り組んで、いじめを許さない

学校風土、岩手県の風土をつくっていくように努力していきたいと考えております。 

○髙橋孝眞委員 この調査の仕方といいますか、内容についてだけお聞きしますけれども、

小学校で 4,437件というのが８ページの部分で認知されていると。ただ、９ページの（４）

のところでいうと、複数回答ありということですが、5,406 件。誰にも相談していないと

いう中身から見ると、８ページに戻ると、いじめの発見のきっかけというのは、この部分

はどのように考えたらいいのかと少し疑問に思ったものですから。 

 それから、もう一つは、誰にも相談していないが 780件ですけれども、この人は複数回

答はしていないのだろうと思いますが、それ以外の部分で、複数回答しているというのは

どれとどれとどれが多いのか。例えば保護者や家族に相談をして、相談をした結果、学校

の担任に相談しましたよとか、そのようになっているのかどうか。この辺はどういう分析

をされているかについてお願いしたいと思います。 

○菊池生徒指導課長 御質問は二つあったかと思います。 

 まず最初に、誰にも相談していないというのが９ページの（４）、小学校でいいますと

780 件いるということでございます。では、どうやってそれがいじめにかかわって認知し

たかという話なのですが、いじめ発見のきっかけの中で一番多いのが、８ページにありま

す、アンケート調査というのがございます。ですから、相談はしていないけれども、アン

ケートには記入していると。よって、学校はそのアンケートによって、先生たちのほうか

ら相談を持ちかけて実施しているということになります。だから、主体的に相談したので

はなくて、学校の先生から教育相談をしているという状況。これは答え方にもよりますけ

れども、780 件というのは非常に多い数字でございますので、現在、学校はアンケート結

果等をもとにして、こういう子供たちが少なくなるような取り組みをやっていこうという

ように進めているところでございます。 
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 それから、二つ目ですけれども、複数回答がどれかと、いわゆるクロス分析のようなも

のをしているかという問いかと思いますけれども、この調査、単純集計でございまして、

クロス分析には至ってはいない。その回答数の多いところがポイントであろうという捉え

をしているところでございます。 

○髙橋孝眞委員 ということは、確認ですけれども、誰にも相談していないという 780人

は、最終的にはどなたかに相談をしているよという整理で考えてよろしいのでしょうか。

それとも、ずっとわからなくてそのまま、アンケートも記名ではないよという内容なので

しょうか。この部分はどうなのでしょうか。 

○菊池生徒指導課長 これは基本的にいじめを認知した児童生徒の複数回答になります

ので、いじめは認知されていると。そして、その中で自分は誰にも相談していませんよと

回答した子がこれくらいいると。ただし、自分から進んではやっていないという捉えでご

ざいました。 

○髙橋孝眞委員 とすれば、そういう子供に対してどういうケアをしているかということ

になってくると思うのですけれども、それはどういう対応をされているのでしょうか。 

○菊池生徒指導課長 各学校におきましては、この子供がいじめを受けているということ

は認知をしております。認知をしておりますから、相談がなければ学校側のほうからきち

んとその事実を把握して、加害、被害をきちんと明らかにして、それぞれの子供たちに指

導をしているというのが現実です。 

○髙橋孝眞委員 わかりました。アンケートなり調査なり、いろいろなところでするわけ

ですけれども、その調査結果を十分学校現場だったら学校現場のほうにおろして、内容を

整理しながら学校に対して県教育委員会として指導していくといいますか、話をしていく

ということが大事だと思いますし、先ほどクロス云々という話があって、それはしていな

いという話でありましたけれども、ここの部分が非常に重要な部分だと思うのです。そう

いう意味合いでは、今後そうした部分を調べながら、１人もいじめを認知しないような、

いじめに遭わないような、そういう対応をぜひ取り組んでいただきたいと思います。 

○城内よしひこ委員長 ほかにありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○城内よしひこ委員長 ほかになければ、これをもって平成 28年度児童生徒の問題行動・

不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果について、調査を終了いたします。 

 この際、何かありませんか。 

○斉藤信委員 先ほどのもちょっと関連するのですけれども、教師の多忙化の問題で、中

央教育審議会の特別部会が中間まとめの案を出しましたね。この中身と、県の対応は現段

階でどうなっているかをまず最初にお聞きします。 

○永井教職員課総括課長 中央教育審議会の学校における働き方改革特別部会で行われ

た中間のまとめでございます。12月 21日、22日でしたでしょうか、まとめられたと聞い

ております。正式名称は非常に長うございまして、新しい時代の教育に向けた持続可能な
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学校指導・運営体制の構築のための学校における働き方改革に関する総合的な方策につい

てというのが正式な名前でございます。 

 基本的な考え方として、検討の視点が四つ示されております。これは去年８月に中間取

りまとめの前に提言された緊急提言のときに４点の視点が示されておりまして、業務の明

確化・適正化、それから組織運営のあり方の見直し、それから勤務時間の把握といいます

か、あり方に関する制度面、意識面での検討が３点目、それから４点目として学校種、そ

れから設置者の違いを踏まえた検討、この４点で検討がされたということでございます。 

 一つ一つ御報告しますと、かなりの大冊になりますので、概況のみでございますが、ま

ず１点目の業務の明確化・適正化につきましては、誰がその業務をやるべきかということ

で、例えば教育委員会がやるべきこと、それから学校が取り組むべきこと。それからあと

大きな視点としては、学校がやることなのか、学校外といいますか、公共団体であったり、

保護者がやるべきことなのか。例えば、これでいいますと登下校への対応ですとか、夜間

の見回りなどについては、これは地方公共団体であったり、あるいは保護者でやるべきで

はないかというような例が示されております。それから、学校の業務であるけれども、教

師がやらなくてもいいのではないかというような内容もございまして、例えば教育委員会

ですとか、各方面から来る調査、統計の回答などは必ずしも教師がやらなくてもいいので

はないか。それから、三つ目ですが、教師の業務だけれども、負担軽減が可能な業務があ

るのではないかということで、給食時の対応ですとか、今御議論いただいておりました例

えば支援が必要な児童生徒への対応などというようなものが大きな形として例として示さ

れたものでございます。 

 そのほかには、勤務時間の把握、制度面の検討ということで、ＩＣＴの活用ですとかタ

イムカードの導入、それから適正な勤務時間の設定など、それにあわせてまた時間外勤務、

これは教育公務員特例法のあり方も含めた検討が必要ではないかということで提言されて

いるものでございます。 

 これらを受けまして、多忙化の議論についてはかねてから県議会でも御議論いただいて

きているところでございますので、先ほど小西委員に答弁した内容とも若干重複いたしま

すけれども、国レベルで専科教員の加配が 1,000人単位で通ったということもありますの

で、そういったものの活用でございますとか、先ほど言った教師と教師外、学校と学校外

というところでの役割分担に対する外部人材の活用という部分での予算措置の活用でござ

いますとか、あとは学校の業務改善というような部分での調査研究ということについて、

これまでの関係団体との協議の場を踏まえながら、どういうことができるのかということ

を今最終的に検討して詰めていくという段階でございます。 

○斉藤信委員 特別部会が中間まとめの案を出して、緊急提言も出して、これは今社会問

題になって、教師が働き過ぎているというのは大方の認識になっていると思います。だか

らといって、改善しているかというと、まだそこに至っていないのではないかと。県教育

委員会も、この間、関係団体と協議をして、幾つかの取り組みをしてきていると思うけれ
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ども、具体的な取り組みと実績はどうなっていますか。ここはこのように改善されたとい

うものが出ているのか、出ていないのか、そこを具体的に示してください。 

○永井教職員課総括課長 具体的な取り組みの中で一つ申し上げますと、部活動の休養日

の設定というものが挙げられるかと思います。これは昨年２月になりますけれども、県立

学校においては週１日以上の休養日を設けるということ、それから中学校になると思いま

すけれども、平日１日及び第２、第４の日曜日を休養日にするということで、これは各学

校及び市町村教育委員会に、協力といいますか、実施をお願いし、昨年５月にこの履行状

況を確認いたしましたところ、県立学校、それから市町村教育委員会、全てにおいてこれ

は履行されているという回答を得ておりまして、まずこれが一つの大きな代表例になって

いると考えております。 

○斉藤信委員 部活動の週１日休養というのは、それは実施されている、これは議会でも

答弁されています。では、それが具体的に例えば超過時間、これだけ軽減されているとい

うようになっていますか。約１年近くやっているわけです。そういう形で成果が出ている

のかということを聞いている。 

○永井教職員課総括課長 部活動の分だけでどうかという数字はとっておりませんけれ

ども、県立学校における教職員の時間外勤務の数字は押さえておりまして、上半期分とい

うことでしかまだ把握しておりませんけれども、県立学校の平成 29年度の上半期ですと、

１人当たりの平均の時間外勤務は 30.1 時間ということでございました。昨年度、平成 28

年度の前年同期が 30.3時間ということで、若干でございますけれども、0.2時間ほど減っ

ているということでございます。 

 また、いつも御指摘をいただきます長時間勤務の職員につきましても、80時間以上を超

えている職員の割合が、ことしは上半期で 10.9％ということで、昨年度が 11.5％でしたか

ら、0.6 ポイントほど減になっているという状況でございます。部活動の取り組みが全て

この数字に反映されているかというのはちょっと、そこの分析をしておりませんけれども、

そのような取り組みを今進めて、数字として上半期としてはこのような感じになっている

ということでございます。 

○斉藤信委員 わかりました。微減という結果にはまず上半期はなっていると。それで、

さっき中央教育審議会の特別部会の緊急提言でも、勤務時間の把握というのが提起されて

いるのです。ところが、今度の中間まとめ案でも、客観的に把握しているのは３割で、７

割は把握されていないということも指摘をされているわけです。岩手県教育委員会が真剣

にこの長時間労働、時間外勤務の縮減に取り組もうとするのだったら、やっぱり客観的に

把握して、そして具体的な中身も絶えず明らかにしながら改善を図るということが必要な

のではないかと思いますが、いかがですか。 

○永井教職員課総括課長 現在、特に直営の県立学校ということになりますが、県立学校

における勤務時間の把握ということにつきましては、これは基本的には申告制ということ

で、その状況を逐次管理職が確認するというやり方でございます。そういう意味で、民間
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企業で使っている方法は、さまざまあると思いますけれども、いわゆるタイムカードです

とか、あるいはＩＣＴというようなところまでの把握にはなっておりません。 

 今回の緊急提言、それから文科省の緊急対策でも、ＩＣＴの把握ですとかタイムカード

の導入ということで、客観的に把握して集計するのが望ましいという提言になっておりま

す。昨年の春ころでしょうか、全国調査の数字なども文科省で調べたところがあったよう

ですけれども、いまのところまだ他の教育委員会、他県においても、そのような客観的な

把握というのが進んでいるところはないと承知しておりますが、今回の緊急対策を受けて、

勤務時間徹底の確認ということでの一番大事な部分ということで御指摘、あるいは緊急対

策ということもございますから、文科省におけるさまざま支援策というものの中に、この

ＩＣＴ、タイムカードの導入があるかどうかも含めて、もう少し分析を進めながら考えて

まいりたいと考えております。 

○斉藤信委員 中央教育審議会がここまで言っているわけだから、いいものは早くやると。

さっき私が紹介したように、３割はやっているのです。７割はまだでも、この間の報道で

３割はやっているのです。客観的に把握して、そのようにすれば、問題点もリアルにわか

るわけです。調査しなければわからないというのではなくて、毎日、毎日わかるわけです。

私はそういう点でいけば、中央教育審議会が時間外勤務、その手当の問題のあり方も含め

て今検討しているけれども、客観的に把握して改善するという手だてを県教育委員会はい

ち早くとるべきではないかと。これは教育長にお聞きします。 

 それで、もう一つは、部活動が中学校以上では一つの矛盾なのですけれども、基本は週

休２日制ですから、週１日というだけでなくて、きちんと２日ぐらい休養をとったほうが

いいというのが実はプロスポーツの専門家の意見なのです。中学校の発達段階を考えれば、

そのほうが絶対にいいという、こういう指摘もありますので、私は部活動の問題も、そう

いう形で本当に科学的、合理的で、そして教育の一環としてふさわしい中身にしていくこ

とが必要なのではないかと思います。 

 その上で、教師の多忙化を解消する鍵は二つです。業務を本当に減らすこと。その際、

先生が責任を持って授業に取り組めるような環境をつくるということだと思うのです。今

授業にかかわる時間がないわけではないのです。授業以外の時間が多いのです。だから、

そこらの問題をしっかり仕分けしてやる必要があるのではないか。 

 もう一つは、教員をふやすことです。これは、教員の定数改善の計画というものを国に

しっかり求めるということと、やっぱり 35人学級を、小学校５、６年生はまだ残っている

ので、これも早く実現すると。クラスの人数、これは教員の負担からいったら一番なので

す。30 人を見るのか、20 人見るのか、40 人見るのか、これは全然違います。そういう意

味でいくと、そういう二つの方向というのがはっきりしているわけだから、来年度はこの

ように思い切って進めるということも含めて、教育長に聞いて終わります。 

○高橋教育長 御質問は２点ございました。最初の勤務時間の把握についてでございます。

教員の超過勤務については、教員の働きに期待する役割というのは、これは学校内の業務
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だけではなくて、持ち帰りの業務もある、それからさまざまな決められた勤務時間内外で

の多様な働き方があるということで教職調整額制度が設けられて、その適切な把握という

ことが求められる制度的な仕組みとなっていないということが現在に至っているというこ

とです。 

 ただ一方で、この問題によってさまざまな過労死等の問題も出てきて、社会問題化して

きていると。そしてまた、教員の多忙化に対する国民的な理解が進んできていると、これ

は我々にとっては非常にありがたい話だというように思っております。 

 そういう中で、一つの手法としてタイムカードの導入ということについては、我々正面

から受けとめるべき課題かなと思っております。他県の状況を見ますと、タイムカードを

導入したことによって、教員自身が時間管理というものを強く意識することになったとい

うような、肯定的な評価もあるようでございますし、ただ一方では、それだけで全てが把

握できるわけではございません。意識改革にもつながるというようなことで、具体的な手

だてをどうするかということ、現在検討中でございますので、いましばらく最終的な方向

性については時間を頂戴したいと思います。 

 それから、超過勤務の縮減に向けて、どういうことに取り組むべきかということでござ

いますけれども、先ほども申し上げましたとおり、教育行政として教育委員会が取り組む

べきこと、そしてまた各学校が取り組むべきこと、この車の両輪が一体となって進めてい

くことが極めて重要だと、こういうように思っています。 

 それから、御指摘のありましたように、何よりも大事なのは、教員体制を充実するとい

うことだと思っています。少子化が進んできている中で、これからの社会をつくっていく、

支えていく子供たちを育てていくことは極めて大事でございますので、私は 12月に、文部

科学省に参りまして、政府予算の決定に当たって要請活動をさせていただいております。

そういう中で、義務教育標準法もそうですけれども、加配定数の充実等も含めて、ぜひと

も地方の実態を理解した上で文部科学省にも頑張っていただきたいという要請をさせてい

ただいておりまして、引き続きこれについては大きな課題として意識しつつ、取り組まさ

せていただきたいと思っております。 

○小西和子委員 12月８日の商工文教委員会におきまして、来年度に向けた働き方改革の

中で業務縮減の検討を加速してまいりますと永井教職員課総括課長のほうから御答弁をい

ただいております。もうできていると思いますが、まだ予算がついていないので、はっき

りは言えないと思いますけれども、そのあたりは大まかでいいですから、具体的にどのよ

うな業務縮減を行うのかというところをお聞かせください。 

○永井教職員課総括課長 業務縮減につきまして、先ほど来、これまでの取り組みですと

か、勤務時間の把握の状況については御報告させていただきました。政府予算、これも先

ほど出てきておりますけれども、例えば小学校の教員専科加配ですとか、あるいは部活動

指導員、外部人材の活用、業務改善ということで、チーム学校として学校業務を全体的に

どうバランスして平準化していくかというような対策が打ち出されたというところがござ
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いますので、これに沿った形で今何が、どういうことができるかということを検討させて

いただいているところでございます。 

 先ほどの答弁と重なりますが、国の予算というものについての細目がまだはっきりして

いないところもございますが、極力これを積極的に取り入れて対応してまいりたいと考え

ておりますし、また勤務時間の把握につきましても、客観的な把握という御指摘もござい

ましたので、こういったものができないか研究はしているところでございます。客観的な

把握ができても、実際に何をやっているかという確認を、これも引き続きどのようにしな

ければならないかという部分も残っておりますけれども、今トータルでさまざま検討を進

めさせていただいおりますので、よろしくお願いいたします。 

○小西和子委員 ここで、定数のことに触れたいのですけれども、岩手県と、もう一県あ

りましたけれども、人員が 100％充足されていなかったということが全国的に知られてお

ります。2018年度はそういうことのないように、きちんと定数を 100％充足していただき

たいということ、これは要望であります。99.3％の人員でありながら、学力向上、学力向

上と言われ、小学校ではそれなりに、中学校でもやれるくらいやっておりました。その人

員からいったならば、本当に 47番目でもいいくらいなのです、学力。そのくらいみんな身

を粉にして、子供たちと一緒に頑張っているということを申し添えておきたいと思います。 

 先ほどまだ政府予算がはっきりしていないのでというような話がありました。前にもお

話をしましたけれども、タイムカードにつきましては校長判断で、もしくは自分のポケッ

トマネーで入れたところもありますし、教職員の命がかかっているということで、もうそ

ういうことを始めている校長もおります。何度も出てきました部活動指導員につきまして

も、これは早急に入れるべきだと思いますし、あとスクールサポータースタッフにつきま

しても中央教育審議会の中で何度も議論されておりますので、そこもぜひ、小中学校は市

町村教育委員会がかかわるわけですけれども、県のほうから働きかけをして、どこの市町

村でも行われるようにしていただきたいと思います。 

 国の、国の、国のと、国が動かなければ動かないと私は聞こえるのですけれども、例え

ば愛知県の教育委員会では教員の多忙化解消プランを出していますし、あとは岡山県は教

職員の残業 25％削減ということでプランを立てておりますし、これは１月５日にですね、

岐阜市が夏休みに 16日間の連続学校閉庁日ということで出ております。このように、他の

都道府県や市町村の取り組みについては、恐らく研究していると思うのですが、どのよう

に把握されているのでしょうか、二、三、例を挙げていただければと思います。 

○永井教職員課総括課長 今委員から御紹介いただいた、例えば岡山県の 25％の削減です

とか、それから愛知県でのプランの策定、あとはテレビ報道でしたけれども、岐阜市の 16

日間の閉庁、こういった動きはメディアに出ているレベルで承知しております。また、先

般の委員会でも委員から京都府の事例も御紹介いただいたところでございます。こういっ

たものは、さまざまな報道で承知をして、必要なものであれば確認を行っております。そ

の他の都道府県、市町村がどういう形でまとめているかという、トータルのものについて、
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これは逆を言えば、各県ともに文部科学省の支援策をどう使えるかということで、私ども

と同様に、それぞれ主体的に検討しているところかと思います。参考として他県の情報を

速やかにいろいろやりとりする場合もありますけれども、本県と同様にまだ政策形成過程

であると、予算編成中ということもあって、なかなか不確定な部分もあるということでご

ざいます。 

 文部科学省の緊急対策の中では、文部科学省において業務改善の優良事例などを取りま

とめて、周知をするというようなこともありますので、こういった取り組みなども、周知

例なども見ながら、今後引き続き検討してまいりたいと考えております。 

○小西和子委員 ぜひ他県、他市町村の実践に学んでいただきたいと思います。 

 それで、今年度の直近の現職死亡者数。昨年度は小、中、県立学校を合わせて 19人の現

職死亡がありました。小、中が 13人で、県立が６人ということでございましたが、今年度

の直近の現職死亡者数について、学校種別がわかりましたらそれも含めて。 

 それから、今休職者がどのくらいいるのか、うち精神疾患はどうなのか。精神疾患とい

うのは過重労働からなることが多いですので、過重労働のバロメーターにもなろうかと思

います。あとは、ここ数年の比較も示していただけたらありがたいと思います。 

○永井教職員課総括課長 今年度の現職死亡、休職、それから精神疾患の教職員の数字等

でございます。今年度でございますが、データとして上半期分ということで、お許しいた

だきたいと思います。現職死亡者数でございますが、９月末、上半期現在で６人になって

おります。学校種別でということでございましたが、県立学校３名、小中学校２名、事務

局が１名となっております。ここ数年の比較ということでございましたが、過去３年と比

べてまいりますと、現年分は上半期分ですが、平成 26年度からのは年度の計となります。

平成 26年度８人、平成 27年度４人、それから平成 28年度は御指摘あった 19人という数

字でございます。 

 次に、休職者の人数でございます。これは実数と延べ数がございますが、延べというと

ころで答弁をさせていただきます。今年度は、これも上半期現在で 60人でございます。過

去の推移でまいりますと、これも年度の延べということですが、平成 26年度 92人、平成

27 年度 103 人、平成 28 年度 105 人となっております。このうち、休職者の中に占める精

神疾患の人数ということでございますけれども、先ほど 60人と申し上げた休職者の中で精

神疾患によるものは 29 人でございます。過去３年で見てまいりますと、先ほど休職者 92

人と申し上げたのに対しまして 65人、同じく平成 27年度は 103人と申し上げたのに対し

て 66人、それから平成 28年度は 105人と申し上げたのに対しまして 64人と、こういう数

字になっております。 

○小西和子委員 さすがに現職死亡者数は昨年よりもずっと減っております。大体にして

昨年度の 19人というのは異常でした。この人たちの中の何人かの葬儀にも行きましたけれ

ども、つらいものがありました。まだ子供が小学生とか中学生とかといった教職員も亡く

なっているのです。精神疾患につきましても、他の職業に比べてかなり高いです。それだ
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け過重であるということ。 

 それから、給特法（公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法）

がつまり４％だけ、できた当時は１カ月の超勤が８時間だったと。そのときにできたのが

給特法なわけですけれども、今はそれの 10倍近くになっているわけです。それはいかがな

ものかということです。給特法というのは、安易に時間外労働をさせてはいけないという

ようなこともあったりして、四つでしたか、項目が決まっていたはずなのですが、もうそ

れは形骸化されてしまっていると。子供たちのためということで、教職員はゆでガエルの

ように自分ではわからなくなってしまって、最後は亡くなるというようなことがあります

ので、2020年になってからでは遅いのです。2020年になれば学習指導要領が実際に施行さ

れて、またさらにきつくなるわけですので、今年度、今から、それから来年度が勝負だと

思いますので、永井教職員課総括課長がおっしゃいました業務縮減を加速してというお話

をいただいているわけですけれども、ぜひ加速して、国の予算を待つのではなくて、岩手

県としては何をするのか、他県に学んでやっていただきたいと思います。 

 職員団体が幾ら提案をしても、いや、それは、それはと言われてしまいます。こうやっ

たらいいのではないかということをもっと柔軟に受け入れて、優秀な教職員が、新採用で

やめる人が１人いますけれども、耐え切れずに、もう体がついていかないということでや

めるのですけれども、そういうことのないように、ぜひ働き方改革を進めていっていただ

きたいと思います。教育長にお伺いして終わります。 

○高橋教育長 これからの時代というのは、グローバル化もそうですし、ＩＴ化もそうで

すけれども、どんどん社会というものは変わっていく、そういう社会を子供たちに生き抜

いてもらうということと、社会をつくってもらうということが極めて大事だと思っており

まして、そのためには学校教育を充実していくことが何より求められると思っております。 

 そしてまた、学校に対する期待、これは子供の貧困問題もそうですし、それからいじめ

問題に対する組織的な対応であるとか、それから学習指導要領、社会が変わっていく中で、

そういう力をしっかり身につけていくという、そういう大きな期待がある中で、教職員は

献身的な努力をしていると思っております。ただ、そのように業務が多忙化してきている

中で、新たな手だてをやるといっても、それが全体の中で吸収されてしまって、これを抜

本的に解決するためにはいろんな面からの工夫をしていかなければいけないというように

思っています。 

 そしてまた、先ほども申し上げましたけれども、教育は日々の教員の指導によって成り

立っておりますので、その働く環境をしっかりつくっていくというのは我々の大きな使命

だと思っています。 

 ただいま小西委員からいただきました話も十分に踏まえつつ、ただ一方では、なかなか

全体で合意形成、いろいろな意見を持っている、また地域事情、学校事情もございますの

で、その辺の状況等も十分に見きわめつつ、できるものを着実に推進していくと。そして

また、県教育委員会として主体的にやるべきことは何かということも十分念頭に置きなが
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ら、取り組みをさせていただきたいと思っています。 

○髙橋孝眞委員 ２点お聞きします。１月６日に、岩手日報の記事なのですけれども、高

校運営、町村が名乗りという見出しで、少子化で都道府県立高校の減少が進む中、廃校に

よる地域活力の低下を防ごうということで、町村が高校運営に名乗りを上げているという

ことが出ております。北海道では道立奥尻高校がかわりましたよと、町立になりましたよ

と、こういう記事があったがわけでありますけれども、青森県、福島県でも検討しており

ますと、こういうことでありますが、その中で岩手県でも雫石高校が町立化を検討だと、

こういう内容で出ております。そういう意味合いで、町村立にした場合と県立高校という

のはどのように違いがあるのかという部分、それから教員というのはどのような対応にな

っていくのか、この点についてお聞きしたいと思います。 

○藤澤高校改革課長 今委員から御指摘のあった新聞報道でございますけれども、共同通

信の全国調査をもとに記事が書かれているようでございます。他県の例なども紹介されて

いるということでございました。 

 県立高校と町立高校の違いということでございますが、まず原則的には、町立になりま

すと、運営の全てを町が行うということになろうかと思います。例えば教員の確保である

とか、人件費、施設の整備、学校の運営ということになろうかと思いますが、例えば盛岡

市立高校などの例を見ますと、教員については、県からの割愛採用ということで配置して

いる。県が採用した教員が市立高校のほうに行っているということになるので、そういっ

た例が参考になるのかと思いますが、学校運営の基本は町が行うということになろうかと

思います。 

○髙橋孝眞委員 ということは、町立、村立にすると、教員については県が派遣する部分

はあるけれども、独自に町なり村が教員を確保し対応すると、そういうような内容にもで

きるのだと、このように考えていいわけですか。 

○藤澤高校改革課長 教員の配置については、そういった独自の取り組みもあろうかとは

思いますが、例えば新聞記事にも載っておりました北海道の奥尻高校なども、やはり道が

採用した職員が割愛という形で配置されていると聞いておりますので、一般的にはまずは

県なり道なりが採用した職員が配置される。それにプラスアルファはあろうかとは思いま

す。 

○髙橋孝眞委員 わかりました。高校の再編計画があるわけですけれども、後期は平成 31

年ですか、平成 31年から再度検討していきますよと、こういうことになるわけですが、こ

ういう部分についても検討に値するのかといいますか、検討項目として入れていくのか、

現時点ではどのように考えているのでしょうか。 

○藤澤高校改革課長 再編計画の後期につきましては、平成 33 年度からの計画になりま

す。来年度以降、また地域を回って意見を伺ってとは思っております。その際に、町立高

校を検討の中に盛り込むかどうかということについてでございますが、まだ後期について

の対応については大まかな方針のみをお示ししているだけでございますので、これからの
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検討にはなろうかと思います。 

 委員から御紹介がありましたとおり、雫石高校で、報道でも出ておりましたけれども、

そういったアイデアが示されております。雫石高校のビジョンの策定委員会には、私ども

のほうからも職員がオブザーバーという形で入っておりまして、内容はお聞きしておりま

すが、まだまだアイデア段階というか、そういった内容でございますので、もう少し、私

どももその場に参加しながら、いろいろ意見を伺っていきたいと思います。 

 町立高校に移管する場合の課題というか、考えなければならないこととしては、先ほど

申し上げた運営に要する経費とか人的な面のほかに、県内の高校として教育を行っていく

ということですので、きちんとした教育の質の保障ということもありますし、継続的に教

育をしていかなければならないと思いますので、そういった教育環境の面についても町村

から要望があった場合には、全国の例も参考にしながら、幅広い観点で意見交換をしてい

きたいと思っています。 

○髙橋孝眞委員 わかりました。では、そのようにお願いをしたいということになります

が、県立高校の関係で、前回の委員会の際に、県立高等学校の統合に係る新たな判断基準

を求める請願、これは採択になったわけですけれども、これに対して、現状ではどういう

ような考え方を持っているかについて、教育長からお聞きしたいと思います。 

○高橋教育長 前回の常任委員会の中で、遠野市の皆様から出された請願の協議をいただ

き、そして本会議で採択されたということでございます。ただ、その採択に当たっては、

これは趣旨採択ということで、さまざまそれを実現するためには大きな課題もあるという

ようなこと、そういう御意見等もつけていただいた中での採択だったと理解をいたしてお

ります。 

 そういう中で、今回趣旨採択とされたことについては、それは我々も十分受けとめなけ

ればならないと思っておりますけれども、これは教員定数の制度的な壁もございまして、

岩手県でそういう状況にあるということについては、私から直接文部科学省のほうにも伝

えつつ、全体的な定数改善、これは高校教育だけという限定的なものではなくて、小学校、

中学校、公立学校を含めて、全体的な教員体制の充実ということについて、その強化を要

請したところでございます。いずれ今回特定の地域ということではない請願になっており

ましたので、これは岩手県全体での今後の課題というように捉えております。 

○髙橋孝眞委員 国に対する要望なりをしながら、次回の検討委員会については十分検討

して対応していただければと、このように思います。 

 もう一点なのですけれども、盛岡第一高校損害賠償請求の関係ですが、前回、判決の内

容について、県としては控訴しませんよと、こういう整理をしましたということでしたけ

れども、これは原告のほうから控訴されたわけでありますが、高等裁判所のほうにどのよ

うな理由で控訴されているのかについて、ひとつお願いをしたいと思います。 

○永井教職員課総括課長 盛岡第一高校訴訟の件のお尋ねでございますが、現状を申し上

げますと、現時点で高等裁判所のほうから、控訴状及び控訴理由書が、私どものほうにま
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だ来ておりません。控訴したという事実のみが伝えられているところでございます。期限

が控訴の日から 50日間となっておりますので、今週末、13日でしたか 14日がその期限と

いうことですので、提出されていて、まだ私どもの代理人に届いていないのか、あるいは

まだ控訴理由書のほうが出ていないのか、そこはちょっとわかりかねるという状況でござ

います。 

○城内よしひこ委員長 ほかにありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○城内よしひこ委員長 ほかになければ、これをもって教育委員会関係の調査を終了いた

します。教育委員会の皆様は退席されて結構です。大変御苦労さまでした。 

 委員の皆様には委員会調査について御相談がありますので、少々お待ち願いたいと思い

ます。 

 次に、委員会調査についてお諮りします。当委員会の１月の県外調査についてでありま

すが、お手元に配付しております平成 29年度商工文教委員会調査計画案のとおり実施する

こととし、調査の詳細については当職に御一任願いたいと思いますが、これに御異議あり

ませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○城内よしひこ委員長 異議なしと認め、さよう決定いたしました。追って通知いたしま

すので御参加願います。 

 以上をもって、本日の日程は全部終了いたしました。本日はこれをもって散会といたし

ます。 


